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令 和 元 年 ９ 月 1 7 日 （ 火 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（39名）

（ ）１番 日 髙 利 夫 東諸の未来を考える会

（ ）２番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）３番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）４番 来 住 一 人

（ ）５番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）６番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）７番 山 下 寿 同

（ ）８番 窪 薗 辰 也 同

（ ）９番 脇 谷 のりこ 同

（ ）10番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）11番 安 田 厚 生 同

（ ）12番 内 田 理 佐 同

（ ）13番 丸 山 裕次郎 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）16番 前屋敷 恵 美

（ ）17番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）19番 中 野 一 則 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）21番 濵 砂 守 同

（ ）22番 西 村 賢 同

（ ）23番 外 山 衛 同

（ ）24番 日 高 博 之 同

（ ）25番 野 﨑 幸 士 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 二 見 康 之 同

（ ）34番 原 正 三 同蓬

（ ）35番 右 松 隆 央 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 井 本 英 雄 同

（ ）38番 徳 重 忠 夫 同

（ ）39番 山 下 博 三 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 鎌 原 宜 文

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

総 務 部 長 武 田 宗 仁

危 機 管 理 統 括 監 藪 田 亨

福 祉 保 健 部 長 渡 辺 善 敬

環 境 森 林 部 長 佐 野 詔 藏

商工観光労働部長 井 手 義 哉

農 政 水 産 部 長 坊 薗 正 恒

県 土 整 備 部 長 瀬戸長 秀 美

会 計 管 理 者 大 西 祐 二

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

総務部参事兼財政課長 吉 村 達 也

教 育 長 日 隈 俊 郎

警 察 本 部 長 阿 部 文 彦

監 査 事 務 局 長 髙 林 宏 一

人事委員会事務局長 村 久 人

事務局職員出席者

事 務 局 長 片 寄 元 道

事 務 局 次 長 和 田 括 伸

議 事 課 長 齊 藤 安 彦

政 策 調 査 課 長 日 髙 民 子

議 事 課 長 補 佐 鬼 川 真 治

議 事 担 当 主 幹 山 口 修 三

議 事 課 主 査 井 尻 隆 太

議 事 課 主 任 主 事 三 倉 潤 也
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◎ 一般質問

○丸山裕次郎議長 これより本日の会議を開き

ます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、日髙利夫議員。

○日髙利夫議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

はようございます。さきの県議会議員選挙で初

当選をさせていただきました、東諸の未来を考

える会、日髙利夫でございます。

新人の私は、議席番号の１番をいただきまし

た。そして今回、９月の定例議会一般質問にお

いても１番、トップバッターということで、大

変幸運なことだと喜んでおりましたが、この場

に立たせていただくと、緊張で胸がばくばくし

ております。

しかし、きょうは地元から仲間が応援に駆け

つけてくれております。与えられた時間、責任

をしっかりと果たさねばと考えておりますの

で、議長、知事、そして執行部の皆さん、どう

ぞよろしくお願いいたします。

それでは、私の人生初の一般質問に入らせて

いただきます。

初めに、知事の政治姿勢について伺います。

本県農業についてであります。

国は、2025年度（令和７年度）の食料自給率

の目標をカロリーベースで45％と掲げておりま

すが、先月８月６日の農林水産省が発表した平

成30年度の食料自給率は、カロリーベースで37

％であり、目標達成は厳しい現状にあります。

地球環境の悪化や世界の人口増加、緊迫する

国際情勢等を考えますと、まことに憂慮すべき

状況は依然として改善されておりません。

そのような中ではありますが、平成29年度の

本県の食料自給率は、カロリーベースでは65

％、また、生産額ベースで見ると281％で、全国

平均の66％を大きく上回っております。

また、農業産出額は、平成26年から29年まで

は４年連続で全国５位であります。宮崎県は全

国でもトップクラスの農業県として成長し、農

業は本県経済の主力産業であると言えます。

しかしながら、日本の農業は、農家の担い手

不足や高齢化による内的要因、ＴＰＰ、ＥＰＡ

等の外的要因など、先行き不透明な厳しい課題

を抱える状況にあると思われます。

このように、日本の農業が大きな変化の時代

を迎える中、令和新時代の本県農業の方向性を

どのように考えておられるのか、知事にお伺い

します。

壇上の質問は以上とし、以下の質問は質問者

席から行わせていただきます。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

本県農業は、担い手の高齢化や労働力の減少

に加え、ＴＰＰや日米貿易交渉等により国際競

争が激化するなど、さまざまな課題に直面して

おります。

また、世界的な人口増加や地球温暖化による

気候変動の影響などで、世界の食料需給は不安

定になると懸念される中、国内のカロリーベー

スでの食料自給率は過去最低となるなど、安全

保障の観点からも、食料の安定供給は喫緊の課

題となっております。

本県としましても、温暖化でありますとか、

令和元年９月17日(火)

- 120 -



令和元年９月17日(火)

海外を含めたマーケットニーズの変化にしっか

りと対応していくことは、重要な課題だと考え

ておりますし、最近では、ワールドサーフィン

ゲームスが行われたり、また、ラグビーイング

ランド代表を迎え入れたりして、海外の皆様に

接する機会が多いわけでありますが、宮崎牛を

初めとする本県の食に対する評価、本当に高い

評価をいただいていると手応えを感じていると

ころであります。

世界農業遺産のときにも感じたところであり

ますが、本県のこうした品質の高い農産物、さ

らには、これまで培ってきた農業技術への注目

もある、さらには家畜疾病に対する防疫など、

こうした問題に対する国際的貢献という視点

も、これからますます重要になってくるのでは

ないかと考えております。

このような中で、今後とも本県が食料供給県

としての役割を果たし、持続可能な魅力ある農

業を展開するためにも、先般、新しい農業・農

村振興長期計画の策定に着手したところであり

ます。

次期計画では、人口減少下においても、ス

マート農業や外国人を初めとする多様な人材の

確保など、新たな視点も取り入れながら、生産

基盤の強化や担い手の育成を進め、農業者の皆

様が夢と希望を持てるよう、本県の基幹産業で

ある農業のさらなる振興を図ってまいりたいと

考えております。以上であります。〔降壇〕

○日髙利夫議員 せんだって、７月の新聞報道

であった若手農家の学習グループ「興讓塾」の

メンバーに会いました。とにかく元気です。農

業に自信と誇りを持っております。みずから学

び、未来を切り開く優秀な若者が、リーダーが

たくさん育っております。

農業産出額も、これを農業就業者１人当たり

で見ますと、本県は全国３位であります。北海

道は別格ですから、実質は２位と言ってもいい

ぐらいであります。後継者不足ではあります

が、少数精鋭、人材はしっかりと育っていま

す。そして、農業は本県産業のエースであると

思います。

さらに、江藤農林水産大臣の誕生という追い

風も吹いております。関係各位の皆様とともに

英知を結集し、農業産出額が全国５位という位

置に甘んずることなく、さらなる高みを目指し

て頑張っていきましょう。

次に、農畜産行政についてお伺いします。

本県の農業就業人口は、平成７年の８万6,210

人から、平成27年には４万5,001人と、20年間で

約半分にまで減少しております。

本県の農業生産を維持していくためには、担

い手の減少、高齢化に対応した新しい技術の導

入が欠かせないと考えますが、先ほど知事の答

弁にもあったかもしれませんが、本県における

スマート農業推進の考え方について、農政水産

部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（坊薗正恒君） スマート農業

は、農業生産の効率化や収量・品質の向上に加

え、担い手の高齢化や減少が見込まれる中、熟

練農業者の技術伝承や人材の確保・育成といっ

た観点からも、本県農業への導入は必要不可欠

であります。

県内では既に、露地園芸における自動走行ト

ラクターなどの最先端技術の現場実証や、畜産

における搾乳ロボットの活用に加え、中山間地

域におけるリモコン式草刈り機の導入など、さ

まざまな取り組みを推進しております。

県といたしましては、大きな可能性を秘めた

このスマート農業のさらなる推進に向けて、本

県農業に適した開発・実証、普及を進めるため
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の取り組み方針を、年内に策定することといた

しております。

今後とも、農業者はもとより、ＪＡを初めと

した関係団体や民間企業など多様な主体と連携

しながら、新しい形での「儲かる農業」の実現

に向けて、積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。

○日髙利夫議員 国の推奨するスマート農業

は、農業経営者の皆さんからは、新時代の営農

戦略として大きな期待が寄せられております。

年内に取り組み方針を策定するとのことです

が、技術開発の分野でもありますので、専門機

関、学術機関、先進民間企業等とも十分な連携

のもとに方針が策定されるよう、お願いしま

す。

次に、国内では依然として食料自給率の低迷

が続く中、一方では、国際貿易交渉の進展等に

より、農業・水産業のグローバル化は一層進む

ものと思われます。

国においては、農林水産物、食品の輸出額１

兆円の目標を本年に前倒しし、輸出拡大を推進

しておりますが、本県の農畜水産物輸出の現状

と主要品目について、農政水産部長にお伺いし

ます。

○農政水産部長（坊薗正恒君） 本県農畜水産

物の輸出につきましては、牛肉の処理加工施設

やカンショの集出荷貯蔵施設の整備等によりま

して、高品質で安定した供給体制を確立すると

ともに、関係団体や香港、台湾、ＥＵ等に配置

しましたコーディネーター等と一体となった販

路開拓に努めてまいりました。

このような取り組みを進め、昨年度の輸出実

績は、香港、アメリカ、台湾向けを中心に、前

年度比119％の約55億4,000万円となり、７年連

続で過去最高を更新したところであります。

品目別で見ますと、牛肉が前年度比115％の

約40億8,000万円で、輸出額全体の74％を占めて

おります。次いで、養殖ブリが前年度比106％の

約４億1,000万円、カンショが前年度比115％の

約３億4,000万円となっており、いずれも順調に

伸びているところでございます。

○日髙利夫議員 品目別では牛肉の輸出額が全

体の７割を占めるとのことですが、今後、さら

なる牛肉輸出の拡大に向けて、どのように取り

組んでいかれるのか、農政水産部長にお伺いい

たします。

○農政水産部長（坊薗正恒君） 県産牛肉の輸

出を拡大していくためには、それぞれの国の嗜

好や食文化等に対応したマーケットインの視点

で取り組むことが重要であると考えておりま

す。

このため、国や地域ごとにターゲットを絞っ

た県産牛肉販売戦略に基づき、相手国の状況を

熟知したパートナー企業や関係機関等と一体と

なって、アメリカでは、高級レストランやホテ

ルなど、富裕層の相手方を対象としたＰＲ、ア

ジアでは、ヒレ、ロース等に加え、多様な部位

の売り方、食べ方の普及、今後、本格的な輸出

を目指すＥＵでは、マーケティング調査や現地

での嗜好性調査など、相手先に応じたさまざま

な取り組みを積極的に展開しているところでご

ざいます。

また、本県に最新鋭の食肉処理施設も整備さ

れましたことから、牛肉の品質向上はもとよ

り、輸出に向けた生産基盤の強化も図りなが

ら、県産牛肉のさらなる輸出拡大に努めてまい

ります。

○日髙利夫議員 未曽有の被害があった口蹄疫

を乗り越え、全国和牛能力共進会における３大

会連続となる内閣総理大臣賞、世界に羽ばたく
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宮崎牛ブランドは、本県農業の大きな弾みであ

り、現状において畜産は、農業の切り札である

と思います。

知事におかれては、ブラジル、ビバリーヒル

ズの街等でトップセールスをされたとのことで

すが、さらなるトップセールスにより、宮崎県

が日本の牛肉輸出のリーダーとなるべく、世界

に向けた令和新時代の本県畜産業の新しい扉を

しっかりと開いていっていただきたいと思いま

す。

次に、少し方向を変え、私も兼業農家の一人

として、水田営農対策について幾つか質問をさ

せていただきます。

まず、米の生産調整の取り組みであります

が、平成12年から転作作物として、家畜飼料の

ホールクロップサイレージ用稲が本格導入され

ました。

ホールクロップサイレージ用稲とは、秋口に

なりますと、田んぼのあちこちで見られます、

白いビニールでラップされた２メートルほどの

円柱形のロールで、牛の餌となる稲を発酵させ

た飼料のことであります。ホールクロップサイ

レージ用稲は、頭文字をとってＷＣＳ用稲とも

呼ばれていますので、以下はＷＣＳと表現させ

ていただきます。

このＷＣＳは、平成12年当初は１反当たり６

万3,000円の助成金でしたが、耕種農家は、田植

えから収穫までの管理をすればよく、あとは畜

産農家が収穫して利用するという、耕畜連携の

取り組みが非常にうまくいき、その後、１反当

たり８万円の助成となり、水田を持つ農家には

本当にありがたい品目として定着し、本年で既

に20年を迎えるに至っているところです。

そこでまず、本県における現在のＷＣＳの作

付面積と、全国のＷＣＳに占める割合につい

て、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（坊薗正恒君） 本県のホール

クロップサイレージ用稲、いわゆるＷＣＳ用稲

につきましては、畜産農家の確実な需要があ

り、主食用米の栽培になれた農家が取り組みや

すいことなどによりまして、平成10年の取り組

み開始以降、作付面積は大きく拡大していると

ころでございます。

具体的には、平成30年の本県の作付面積

は6,682ヘクタールとなっており、熊本県に次い

で全国第２位で、全国の作付面積４万2,545ヘク

タールの約16％を占めております。

○日髙利夫議員 作付面積だけでは、熊本県に

次いで全国２位ですが、これを水田面積に対す

る作付面積の比率で見ますと、本県は全水田

の19％、熊本県は11％ですから、断然、全国１

位なのであります。単純計算では、6,682ヘク

タールに１反当たり８万円ですので、本県は

約54億円の助成金を受けていることになりま

す。

８月に熊本県の御船町に行き、農家の方々に

いろいろ教えていただきました。

御船町では、転作制度が廃止され、再び水稲

栽培に戻った農家が多く、約70ヘクタールほど

あったＷＣＳは、約３分の１ほどに減ったとの

ことでしたので、ほどなく本県が作付面積でも

日本一になるものと、私は確信しております。

しかし、転作制度が廃止され２年目です。今

後、転作作物としての助成単価が、平成12年の

１反当たり６万円のレベルに戻れば、多くの農

家が栽培を撤退することとなり、本県の水田営

農は崩壊するのではないかと、大変危惧してお

ります。

そこで、本県水田営農におけるＷＣＳの果た

す役割をどのように認識されているのか、農政

令和元年９月17日(火)

- 123 -



水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（坊薗正恒君） 本県におきま

すＷＣＳ用稲につきましては、米の需給調整や

水田の有効活用を図る観点から、大変重要な作

物であると考えております。

また、本県の重要な飼料作物の一つとして、

飼料自給率の向上や畜産の振興に大きく貢献す

るとともに、水田の多面的機能の維持など、本

県水田営農の展開を図る上で不可欠な役割を果

たしているものとも認識しております。

なお、ＷＣＳ用稲の作付を推進する上では、

議員御指摘のとおり、現在の経営所得安定対策

が前提となりますことから、引き続き、さまざ

まな機会を捉えて、国に対して制度の継続を要

望してまいりたいと考えております。

○日髙利夫議員 ＷＣＳは、主食用の米と同様

の技術で栽培を行えますので、特別な技術は必

要なく、水を張ることで、水田の持つ多面的機

能が維持されるとともに、畜産飼料としての需

要も安定しております。

しかし、このＷＣＳが栽培されなくなった

ら、本県の持続的な水田の維持はできなくなる

だろうと、多くの農家が心配しております。

県におかれては、水田機能の保持と畜産飼料

の自給という政策的観点から、何としてでもＷ

ＣＳの事業を継続していただくよう、しっかり

と国に要望していただきますよう強くお願いす

るものであります。

次に、粗飼料自給率や水田の多面的機能に貢

献するＷＣＳ生産振興や、補助事業の必要性は

理解していただいているようですが、今後、10

年、15年しますと、トラクターや田植え機が耐

用年数を超え、ＷＣＳを生産する兼業農家が急

速に減少するのではないかと思われるため、飼

料生産の受託作業を行うコントラクターの育成

・強化が必要と考えますが、その現状と今後の

対策について、農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（坊薗正恒君） 現在、県内に

おきましては、46のコントラクターが活動して

おり、飼料生産の作業面積は約4,000ヘクタール

と年々増加傾向にありますが、オペレーターの

不足や、農地が点在し作業効率が悪いなどの課

題もありまして、これ以上の面積拡大は難しい

との声も聞いております。

農業従事者の減少や高齢化が進む中、コント

ラクターは農家にかわって飼料生産を行う組織

として、畜産経営の分業化の推進はもとより、

水田営農の維持といった観点からも大変重要な

役割を担っております。

このため、県といたしましては、コントラク

ターが将来にわたってその役割を十分に果たせ

るよう、オペレーター等の人材育成や、農地の

集積・集約化による作業の効率化を推進すると

ともに、飼料生産に必要な機械導入の支援を行

い、組織の育成・強化を図ってまいりたいと考

えております。

○日髙利夫議員 問題は兼業農家であります。

県の資料によりますと、本県の水田面積の42％

は兼業農家の所有となっております。４割は兼

業農家なんです。そう遠くない将来、私たち兼

業農家が農作業からリタイアしても、水田の営

農が維持され、農村の原風景がしっかりと守ら

れるよう、本県農業の未来に希望を持って、農

業に関する質問を終わります。

次に、県土整備行政についてお伺いします。

まず、国富スマートインターチェンジに関し

てであります。

平成25年６月の国の連結許可以来、ＥＴＣ専

用のインターチェンジとして、県及び西日本高

速道路株式会社により、総事業費約36億円をか
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けて整備が進められてきました国富スマートイ

ンターチェンジは、いよいよ来月６日に開通の

運びとなりました。

当初は今年度中の開通予定と伺っておりまし

たので、開通が半年も前倒しされることとな

り、御苦労いただきました関係各位の皆様方

に、心よりお礼を申し上げる次第です。

さて、この国富スマートインターチェンジ

は、国富町の玄関口、県都宮崎市に隣接し、本

県のほぼ中央部という好条件下にあるインター

チェンジであります。その周辺には、太陽電池

製造工場や自動車部品工場を初めとする多くの

企業が立地し、西には、国富町では日本三薬師

の一つの法華嶽薬師寺、綾町ではユネスコエコ

パークなどの観光資源も豊富であり、東には、

すぐそこに宮崎市街地が広がっております。

まず、この国富スマートインターチェンジの

開通により、どのような効果が期待されるの

か、県土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 国富スマー

トインターチェンジにつきましては、平成25年

度から整備を進めてきたところであり、県内３

カ所目のスマートインターチェンジとして、来

月６日に開通する運びとなりました。

開通に伴う効果としましては、高速道路を利

用した通勤や宮崎空港へのアクセスなどにおけ

る日常生活の利便性向上や、３次救急医療機関

となる宮崎大学医学部附属病院などへの搬送時

間の短縮に伴う救急救命活動の強化などの効果

が見込まれます。

さらには、物流の効率化に伴う新たな企業立

地や、国富・綾町エリアにおける観光施設等へ

の周遊性の向上も期待され、周辺地域の発展に

大きく寄与するものと考えております。

○日髙利夫議員 ただいまの部長の答弁のとお

り、国富スマートインターチェンジは、国富町

のみならず、周辺地域へもさまざまな波及効果

が期待されております。

この整備効果を十分に発揮するために、国富

スマートインターチェンジの利用促進に向け、

県としてはどのように取り組んでいかれるの

か、県土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） スマートイ

ンターチェンジの整備効果が発揮されるために

は、開通後の利用促進が大変重要であると考え

ております。

このため、国富町と西日本高速道路株式会社

と共同で作成しましたチラシやポスターを高速

道路のサービスエリアなどに掲示しており、開

通前には、高速道路利用促進協議会による開通

ＰＲのＣＭを放送し、10月２日には、報道機関

への現場見学会を開催することとしておりま

す。

また、国富町におきましては、昨年10月か

ら、町内の住民や法人を対象にＥＴＣ車載器の

設置補助を実施しているほか、ホームページや

広報紙を活用した情報発信など、積極的に情報

提供を行っていくと伺っております。

県といたしましては、スマートインターチェ

ンジの利用促進に向け、国富町を初め関係機関

と連携しながら、しっかり取り組んでまいりた

いと考えております

○日髙利夫議員 インターチェンジの開通は、

産業振興、物流の促進、人口減少化対策、交流

人口の拡大、そして観光客の誘致、防災・減災

対策など、東諸、宮崎市の県央地域の振興のみ

ならず、宮崎県全体への大きな波及効果がある

ものと期待されます。

では、少し方向を変えて、次は周辺の土地利

用についてお伺いします。
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国富スマートインターチェンジ周辺には、病

院や医院、介護ケア施設、学校、ディスカウン

トストアなどが立地し、極めて日常生活の利便

性の高い地域であり、さらに県道宮崎須木線と

直結することから、非常に交通量も多い場所で

あります。

しかし、都市計画法上の市街化調整区域であ

るため、宅地開発などの土地利用に関しては、

いろいろな規制を受ける土地の区域となってお

ります。

そこで、国富スマートインターチェンジ周辺

において行うことのできる開発行為とはどのよ

うなものなのか、県土整備部長にお伺いしま

す。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 市街化調整

区域は、都市計画法により、無秩序な市街化を

抑制すべき区域とされており、土地利用に制限

が設けられておりますが、一定の要件に該当す

るものであれば、開発行為を行うことが可能で

あります。

例えば、当該区域に居住している方の日常生

活に必要な小規模な店舗や診療所などについて

は、建築することができます。

また、その要件の中に特定の土地利用を図る

制度としまして地区計画が定められており、議

員お尋ねの国富スマートインターチェンジ周辺

においては、道路や公園などの配置や建築物の

用途などを定めることで、一定の区域におい

て、住宅地の開発など一体的な整備が可能とな

ります。

○日髙利夫議員 一定の区域を開発する場合、

地区計画の手法があるとのことですが、市街化

調整区域での地区計画にはどのようなものがあ

るのか、県土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 地区計画と

は、一定の区域において、その土地利用の方針

を市町が都市計画決定することにより、当該区

域の開発が可能となる制度であります。

市街化調整区域の性格上、この地区計画は既

存集落の維持や地域の活性化などを目的として

おり、市町が策定する都市計画マスタープラン

において位置づけられていることが前提となっ

ております。

例えば、幹線道路や既存集落等を含む区域に

おいて、良好な居住環境の確保を図るための住

宅の建設が可能となる地区計画や、高速道路の

インターチェンジ周辺などにおいて、産業の振

興を図るための流通業務施設などの建設が可能

となる地区計画がございます。

○日髙利夫議員 各種開発については、まずは

地区計画が主体となるとのことのようですが、

県としても前向きに考えていただいているもの

と、私は理解いたしました。

最後に、再度申し上げますが、この場所は、

位置的にも非常に好条件下にあり、周辺地域を

うまく飾りつけすれば、にぎやかで華やかな場

所になると評価する民間企業も少なくありませ

ん。

国富町としては、ＵＩＪターン促進による人

口減少対策に、さらなる企業誘致に、また、既

存企業への積極的なフォローアップによる事業

規模拡大などに行政手腕が問われるところであ

りますので、県におかれましても、しっかりと

周辺自治体と連携をとっていただき、国富ス

マートインターチェンジ設置が地域経済の振興

の起爆剤となるよう、御指導を改めてお願い

し、次の質問に移ります。

次は、道路整備行政についてお伺いします。

現在、国富町の県道高鍋高岡線において、本

庄橋のかけかえ工事が進んでおります。これと
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は別に、この本庄橋とその下流にある宮崎市の

柳瀬橋とのほぼ中間に、本庄川を横断する県道

木脇高岡線のバイパス整備事業が行われており

ます。ここに、国富町側と宮崎市側を結ぶ新た

な橋がかけられることになっております。平成

９年度に工事が着工されて以来、相当な期間を

要しているところでありますが、この県道木脇

高岡線の本庄川を横断するバイパス整備の事業

進捗状況について、県土整備部長にお伺いしま

す。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 県道木脇高

岡線の本庄川を横断するバイパスにつきまして

は、平成９年度から全体延長2.2キロメートルの

整備を進めており、平成16年度までに約700メー

トルを供用しております。

残る1.5キロメートルにおきましては、盛り土

工事などを実施してきたところでありますが、

河川内に民有地が存在する「堤外民有地」や

「字図混乱」の箇所があり、その用地境界の確

定が必要であること、さらに、その一部の土地

については、共有地における相続人が多数であ

ることなど、これらの調査や用地交渉に多大な

労力と時間を要してまいりました。

このような状況ではありましたが、地元の皆

様の御協力をいただき、ことし８月までにおお

むね取得が完了したところであります。

○日髙利夫議員 用地取得に相当の時間を要し

たことはわかりました。本当に御苦労さまでし

た。

しかし、23年の間に状況は大きく変化しまし

た。国富スマートインターチェンジまでは、わ

ずかに約1.5キロメートル、さらに、宮崎市生目

地区に移転予定の宮崎市郡医師会の新病院が令

和２年８月に開院する予定であることなどによ

り、このバイパスの重要性が格段に増大してお

り、住民からは早期の完成を願う声が大きいわ

けでありますが、このバイパス整備の今後の取

り組みについて、県土整備部長にお伺いしま

す。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 県道木脇高

岡線のバイパス整備につきましては、宮崎市側

を宮王丸工区、国富町側を太田原工区として整

備を行っており、昨年度、宮王丸工区の明久川

において橋梁工事に着手し、今年度も完成に向

け工事を進めているところであります。

また、太田原工区においては、今年度から農

道をまたぐ橋梁工事に着手するとともに、本庄

川を横断する延長200メートルを超える橋梁につ

きましても、詳細設計などを実施することとし

ております。

県としましては、引き続き、必要な道路整備

予算の確保に努め、早期の完成に向け、しっか

り取り組んでまいりたいと考えております。

○日髙利夫議員 今年度から橋梁の詳細設計に

も着手されるとのことですが、宮崎市郡医師会

までの通院時間が格段に短縮されると、心待ち

にされている方がたくさんおられますので、一

刻も早い整備をよろしくお願いします。

一方、このバイパスが整備されますと、周辺

道路の渋滞緩和も期待されるところです。平

成27年２月に新相生橋が開通しましたが、私の

調査では、国富方面から宮崎市への平日の朝の

通勤時間帯には、ほぼ毎朝、約800メートル前後

の渋滞が起きており、412メートルの相生橋も同

様の状況であります。

今回のバイパス整備は、この相生橋周辺の渋

滞緩和にも大きく寄与するのではないかと考え

ますが、県土整備部長の見解をお願いします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） バイパス整

備につきましては、周辺道路の渋滞緩和や、東
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九州自動車道へのアクセス強化を目的としてお

り、さらには、市郡医師会病院や、災害時の後

方支援拠点となる生目の杜運動公園へのアクセ

スも向上することから、医療や防災面での機能

強化も期待されるところであります。

バイパスが完成しますと、相生橋の上流に、

県道宮崎須木線から南俣宮崎線間を結ぶ新たな

ルートが整備されることとなり、交通の分散化

が図られますので、相生橋周辺の渋滞緩和につ

ながるものと考えております。

○日髙利夫議員 渋滞緩和につきましては、今

後とも定期的な状況観察をお願いしておきま

す。

国富スマートインターチェンジとの相乗効果

で、これまでにない縦横無尽の新しい交通網

が、東諸・宮崎市西部地域に整備されることに

なります。地域振興発展のために、一層の早期

完成をよろしくお願いいたします。

次は、高齢者福祉行政について、高齢者クラ

ブの会員拡大についてお伺いします。

まずは、議員の皆様におかれましては、連休

中の敬老会等、大変お疲れさまでした。

さて、先月の８月28日と29日の２日間におい

て、人口減少・地域活性化対策特別委員会の県

北調査に行ってまいりました。日之影町役場か

ら12～13キロの山間地にある小川平地区を視察

いたしました。将来的に、社会的共同生活の維

持等が特に深刻な集落とのことでした。

地区内の３集落の現状は、人口39人、世帯

数14世帯、65歳以上の高齢化率は54％。小さい

地区は３世帯10人しかいないとのことで、本当

に大変だろうなと思っておりましたら、集まら

れた高齢者の皆さんが、本当ににこにこされ、

実に穏やかな顔をしておられました。「ここで

生まれ、育ち、生活してきた。本当にいいとこ

ろですよ」と。心の持ち方一つでこんなにいい

色の顔になるのかと、私たちが逆に元気づけら

れました。同僚の佐藤雅洋議員のお母さんの出

身地だそうです。

さて、今後さらなる高齢化社会を迎えるに当

たり、高齢者がいつまでも元気で、その経験と

知恵を生かして活躍できる環境をつくること

は、法に定められた地方公共団体の義務であ

り、地域における高齢者の活躍の場として、高

齢者クラブの存在は大変重要であります。

そこでまず、高齢者クラブの活動について、

県はどのように評価されているのか、福祉保健

部長にお伺いします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 議員御指摘の

いわゆる高齢者クラブは、老人福祉法に規定さ

れた「老人クラブ」のことであると理解してお

りますが、おおむね60歳以上の方が加入でき、

ひとり暮らし高齢者宅への訪問や子供の見守

り、さらには、健康づくりやスポーツなどさま

ざまな活動に取り組まれ、地域福祉の向上や健

康寿命の延伸に寄与していただいていると考え

ております。

また、地域包括ケアシステムを推進する上で

も、高齢者の社会参加や介護予防と相互の生活

支援という観点から、その活動と果たすべき役

割の拡大が期待されているところであります。

県では、地域社会を支える重要な担い手であ

る高齢者クラブについて、活動助成、また、優

良クラブの表彰などを行っているところでござ

います。

○日髙利夫議員 高齢者クラブは、長年、地域

社会を支える重要な役割を果たしてきました。

しかし、今、その高齢者クラブの会員数が急激

に減少し、将来の活動の維持が非常に困難な状

況になるのではないかと危惧されております。
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では、全国と県の高齢者クラブの加入状況と

減少の理由について、福祉保健部長にお伺いし

ます。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 高齢者クラブ

の加入状況につきましては、60歳以上の人口に

対する加入率の推移で比較しますと、全国にお

きましては、平成25年には15.8％でありました

が、30年には12.8％に、本県におきましては、

平成25年には13.3％でありましたが、30年に

は10.3％に低下しております。

加入率低下の理由といたしましては、加入対

象年齢の60歳を超えても現役で働いたり、ボラ

ンティアや趣味のサークルで活動するなど、ラ

イフスタイルの変化が影響しているものと考え

ております。

○日髙利夫議員 ただいま、パーセントで答弁

いただきましたが、高齢者クラブの会員数は、

この５年間に、全国では650万人から550万人

と、100万人が減少し、本県では５万3,000人か

ら４万3,000人と、１万人が減少してしまいまし

た。

では、高齢者クラブの会員拡大に向けて、県

はどのような支援を行っておられるのか、福祉

保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 県では、各地

域の高齢者クラブに対しまして、スポーツ大会

の実施や子供の見守りなどの活動に対して助成

を行っているほか、会員拡大や健康づくり・介

護予防支援の事業などに取り組む各市町村の連

合会に対して助成を行い、支援をしているとこ

ろでございます。

また、今年度から、地域支え合い活動強化事

業として、若手会員を中心としたチームが民生

委員と共同して、ひとり暮らしの高齢者宅など

への訪問を行う取り組みに対して、支援を行っ

ております。

この地域支え合い活動強化事業を通しまし

て、地域の担い手としての見守り活動を強化す

るとともに、高齢者クラブの未加入宅への訪問

を行い、活動を多くの方々に理解していただく

ことで、会員拡大にもつなげていきたいと考え

ております。

○日髙利夫議員 県も市町村も、さらには社会

福祉協議会なども、あの手この手で会員拡大に

頑張っておられますが、ほとんど成果が上がっ

ていないのが現状であります。できれば、会員

以外の高齢者への大規模なアンケートを実施す

るなど、正直な生の声を拾い、もう一度、現状

分析から始め直すことも必要ではないかと思い

ます。

一方、高齢者クラブ活動は、友愛活動や奉仕

活動のほか、スポーツや体操などの健康づくり

も活動の大きな柱です。

そこで、高齢者クラブ活動は、健康寿命の延

伸の観点からも有効と考えますが、見解を福祉

保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 高齢者クラブ

につきましては、「健康、友愛、奉仕」の三大

運動を掲げまして、スポーツや体操などの健康

づくり、会員同士の相互の見守り支援、清掃や

子ども会等との世代間交流などに取り組んでお

ります。その活動は、自身の健康維持や生きが

いづくりに大変重要だと考えております。

また、外出の機会が増加し、多くの人々と交

流することは、介護予防としても有効でありま

して、健康寿命の延伸にも寄与するものと考え

ております。

県としましては、今後とも、市町村や県の連

合会と連携を図りながら、高齢者クラブを支援

してまいりたいと考えております。
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○日髙利夫議員 ひとり暮らしの高齢者を孤立

させないよう、認知症予防のための健康運動の

推進など、高齢者クラブの活動はまことに多岐

にわたり、包括的に地域を支えていただいてお

ります。

高齢者の皆さんが、スポーツや定期的な運動

を通じて健康寿命を延ばし、いい色の顔で生涯

を送れるよう、いま一度、県、市町村、県老連

などの連携のあり方を見直し、全県下で高齢者

クラブ会員増に向けた取り組みが展開できるよ

う、強くお願いするものであります。

特に、先ほど答弁のあったとおり、本県の加

入率は全国平均を下回って推移しておりますの

で、県にはさらなる主導権を発揮していただき

ますよう、お願いいたします。

最後に、観光振興行政についてであります。

７日から開催されておりましたサーフィンの

世界選手権「ワールドサーフィンゲームス」

は、一昨日の15日をもって盛会裏に終了し、宮

崎を世界に発信できたと思います。

知事を初め、商工観光労働部長を中心に、関

係部署の職員の皆さんには、９月議会の時期と

重なり、本当に大変だったと思います。お疲れ

さまでした。

さて、観光問題については、先週の代表質問

で議論されましたので、重複は避けますが、基

本的なところで、まず、本県の訪日外国人延べ

宿泊者数と全国における状況について、商工観

光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 国の宿泊

旅行統計調査の確定値によりますと、本県の平

成30年の訪日外国人延べ宿泊者数は32万7,000人

であり、平成29年の29万7,000人を上回り、過去

最高となりました。

また、全国における状況につきましては、本

県は全国31位となっております。

○日髙利夫議員 平成30年度は過去最高とのこ

とで、喜ばしいことですが、それでもまだ、全

国では31位であります。また、現在の日韓関係

の悪化は、まことに憂慮すべき状況でありま

す。県も、空港で歓迎セレモニーを実施するな

ど、御苦労をいただいているようですが、今後

とも、しっかりと心のこもった誘客活動を継続

して実施していただきたいと思います。

次に、本県を訪れる外国人観光客のニーズを

把握し、分析する必要があると思いますが、県

としての取り組みについて、商工観光労働部長

にお伺いします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 外国人観

光客の増加を図るためには、本県を訪れる外国

人観光客の嗜好や動向をしっかりと把握・分析

し、多様なニーズを踏まえたサービスの提供

や、ターゲットに応じた効果的なプロモーショ

ンを実施していくことが大変重要であると考え

ております。

このため県では、本年２月から県内の宿泊施

設において、本県を訪れる外国人観光客に対す

るアンケート調査を継続的に実施し、本県を来

訪先に選んだ理由や、訪問先、サービス等に関

する率直な感想・意見など、より詳細なデータ

やニーズの把握に努めているところでありま

す。

今後は、こうして得られたデータ等の分析結

果を、より効果的な観光施策の立案に生かすと

ともに、宿泊施設へのフィードバックや、県民

の皆様に公表することで、外国人観光客に対す

るサービスやおもてなしの向上などにつなげて

まいりたいと考えております。

○日髙利夫議員 本年２月からアンケートを実

施しているとのことですので、分析結果をどの
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ように観光振興に生かしていけるのか、結果の

公表を楽しみにしております。

的確にニーズを把握し、外国人宿泊者数が全

国で31位という現状を何とか打開できるよう、

よろしくお願いいたします。

さて、いよいよ東京オリンピック・パラリン

ピックまであと10カ月余りとなりました。各種

競技はもとより、全国の自治体がさまざまな観

光客誘致事業を展開する中、綾町が五輪ホスト

タウンに登録されたという、まことにうれしい

報道がありました。

そこで、東京オリンピック・パラリンピック

における県内のホストタウンの状況と、ホスト

タウンに取り組む自治体への支援について、商

工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） ホストタ

ウンは、国内の自治体と東京オリンピック・パ

ラリンピックに参加する国・地域の住民等が、

スポーツ、文化、経済などを通じて交流し、地

域の活性化等に生かしていく取り組みでありま

す。

本県では、お話にありましたとおり、先般、

綾町がセーシェルのホストタウンとなりまし

た。この綾町を初め、現在、県及び８つの市町

がホストタウンとして登録されているところで

ありまして、文化やスポーツを通じた交流を

行っているところであります。

ホストタウンに登録されますと、相手国との

交流活動の取り組みに対し、その経費の２分の

１が特別交付税として措置されることとなって

おります。

また、県におきましては、国と密接に連携し

ながら、全国のホストタウンの活動状況などに

ついて市町村に情報提供を行っているほか、県

民を対象とした国際理解講座の開催など、その

支援に努めているところでございます。

○日髙利夫議員 県と８市町の登録とのことで

すが、８市町のうち市が７市、町は綾町のみで

あります。現在、綾町は、国の内閣官房東京オ

リンピック競技大会・東京パラリンピック競技

大会推進本部事務局などから指導を受け、準備

を進めておりますが、県内の他のホストタウン

ともうまく連携がとれているかといえば、そう

でもないようです。

県もホストタウンに登録しているわけです

が、本県にとりまして、このホストタウン事業

は、スポーツ、文化、経済、観光などを通じて

交流し、外国を知り、宮崎を世界に発信する絶

好の機会であります。受け入れに対するもろも

ろの対応につきましては、８市町にお任せとな

らないよう、県が中心となって、オール宮崎体

制による万全のおもてなしをよろしくお願いい

たします。

最後に、県内のホストタウンと相手国との交

流を大会終了後も継続していくことが重要であ

ると思われますが、どのように考えておられる

のか、商工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 2002年の

日韓サッカーワールドカップの際、本県でドイ

ツチームの事前合宿が行われたことが縁とな

り、今回の東京オリンピック・パラリンピック

において、県及び３市のドイツのホストタウン

登録や、ドイツ陸上連盟の事前合宿受け入れに

つながっております。

県としましては、東京オリンピック・パラリ

ンピックを契機に始まった今回のホストタウン

の取り組みにつきましても、大会終了後も、一

過性でない息の長い交流へ発展させ、地域の活

性化につなげていくことが重要であると考えて

おります。
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そのため、例えば事前交流などに伴う来県の

際に、食を初めとする本県の魅力を知ってもら

う機会を積極的に提供するなど、ホストタウン

相手国に本県を強く印象づけるとともに、地元

自治体が相手国と交流するために必要な情報の

提供や、交流事業での国際交流員の活用など、

今後の継続的な交流に向けた支援を行ってまい

りたいと考えております。

○日髙利夫議員 ありがとうございました。

1976年に独立したセーシェル共和国は、西イ

ンド洋に浮かぶ小さな島国です。115の島々から

成り、面積460平方キロメートルで、美郷町より

少し大きいぐらいのようです。人口は約９

万5,000人、アフリカでは極めて生活の質の高い

国だそうです。２つの世界遺産を持つ小さな島

国が、海のないユネスコエコパークの綾町を選

んでくれました。

皆さん、セーシェル諸島はあちら（南西を指

す）の方向になります。直線距離で約9,000キロ

メートルです。

観光振興、青少年の教育・文化の交流など、

大会終了後の継続的な支援の検討を強くお願い

し、私の一般質問の全てを終了させていただき

ます。ありがとうございました。（拍手）

○丸山裕次郎議長 次は、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） 県民連合宮

崎、太田清海でございます。

1972年、先見の明をもって日中国交回復をな

し遂げた田中角栄首相は、周恩来首相とのたび

重なる激しい交渉を終えた後、毛沢東主席と会

見し、そのときに毛沢東主席から、「もうけん

かは済みましたか。けんかしなくちゃだめです

よ。けんかして初めて仲よくなるのですよ」と

言われたそうです。国交回復の裏には、想像を

絶するようなやりとりがあったのだと思いま

す。

確かに、人間はけんかして初めて、その人の

人間としての器の大きさがわかると言われてい

ます。

奈良の大仏さんと上野公園の西郷どんがけん

かしたとき、どちらが器が大きかったか。奈良

の大仏さんは思い余って、西郷どんに、「そん

なことを言うとぶつぞう」と言ったそうです。

すると、西郷どんは犬を連れたまま、「どうぞ

う」と言ったそうです。西郷どんのほうが器が

大きかったという話であります。

さて、宮崎県議会基本条例第11条には、（議

員間討論）「議員は、議会の機能を十分に発揮

するため、委員会等において、積極的に議員相

互間の討議に努めるものとする。

２ 議員は、議員間における討議を通じて合

意形成を図り、政策立案、政策提言等を積極的

に行うものとする。」とあります。

今、私たち議員に求められている課題には、

例えば、若者の政治離れや低投票率をいかに改

善していくのかなどの悩ましい問題がありま

す。また、執行部においても、人口減少問題や

地方の活性化の問題など、多くの問題を抱えて

います。議員間、そして執行部、お互い切磋琢

磨し、すばらしい結論を得るための器の大きい

討論のできる４年間であったらいいと思いま

す。

それでは、知事に政治姿勢ということで、４

点質問したいと思います。漠然とした質問にな

るかもしれませんが、知事の人生観を込めたお

気持ちを伺わせていただきます。

１点目は、「あおり運転」などに見られる、

この日本の世情をどう見るかということです。

私もあと１年と少しで70歳になります。私

も、もう枯れてきました。人間的に枯れてきた
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と言うと、いい意味にとられますが、私の場

合、ただ水分がなくなってきたという意味であ

ります。

60年も前のことですが、私が在籍していた田

舎の北郷小学校４年生のとき、浅沼稲次郎社会

党委員長が日比谷公会堂で17歳の少年に暗殺さ

れたというニュースが、ラジオを通して流れて

きました。当時、北郷村宇納間には、まだテレ

ビは普及していませんでした。10月の寒い日で

あったことは覚えていますが、その事件の政治

的な意味も、４年生ですからわかろうはずもあ

りませんでした。

ただ、そのことがあって、私の小学校では

「刃物を持たない運動」が展開され、朝礼のと

きにポケットの中身まで点検された記憶があり

ます。この運動には賛否両論もあったようで

す。例えば、当時の子供は、けんかするときに

刃物を使うことはひきょうなことだという認識

があり、素手でけんかをしていたのだとか。小

刀を持たなくなったことで、自分の鉛筆を削れ

るような器用な子がいなくなったとか。話を戻

しますが、このような刃物を持たない運動を通

して、当時私は、人に危害を加えることはいけ

ないことなんだという強いメッセージを伝えて

くる国に対して、不幸な事件を通してではあり

ましたが、ある一種の信頼感を感じました。そ

の信頼感は、立派な国をつくろうというような

愛国心であったかもしれません。だから、子供

の教育のためにも、国はうそをつかない、つい

てはならないということだと思います。

今、子供にとって国の姿はどう映っているで

しょうか。私はこの70年間、みんなが助け合

い、支え合う社会であってほしいと願って生き

てきました。「あおり運転」やその他痛ましい

報道がなされるたびに、こんな社会をつくるた

めに私は70年間も生きてきたのではないと思い

ました。スマホもなかったあの牧歌的な幼少年

期を思い出しながら、今日の社会が、何か社会

制度のひずみから、人間の心に病的な悪影響を

与えているのではないかと思えてなりません。

知事の「あおり運転」などの日本の世情につ

いての所感を伺います。

２点目は、派遣労働の問題です。

60年も前の1956年、イタリアで制作された

「鉄道員」という白黒の映画があります。背景

に流れた悲しいギターのメロディーも有名です

が、この映画のラストシーンで、職を見つける

ことのできた息子が、朝方、母のつくってくれ

た弁当を奪い取るように取り上げ、母の注意も

そこそこに、喜んで家を飛び出していくシーン

があります。このシーンでは、人間に職がある

ということ、人間が働けるということが、人間

が希望を持って生きていく上でどんなに大事な

ことであるかということを、この社会派の映画

監督は訴えたかったのだろうと思います。

日本での派遣労働、働く人の既に４割は、こ

の派遣労働を含む非正規雇用だと言われていま

す。

派遣労働は、当初、コンピューターなど専門

特殊技能を持った人のみに限定され、導入され

たもので、一般の製造業には決して派遣しない

という考えのもとに導入されました。

ところが、2004年に製造業にまで導入される

ようになり、まるで水が低きに流れるがごとく

広がり、働く人の４割が非正規という今日の日

本の働く姿となったわけです。

宮崎県も人口流出、後継者不足、人口減少問

題など、涙ぐましい政策を打ち出して努力をさ

れていますが、私はその根本原因が、人間の働

く形、契約社員や派遣労働などの働く形にある
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と思えてなりません。内需も冷え込ませ、景気

循環が働かないと言ってもいいかもしれませ

ん。

また、これまであった臨時か正規雇用かとい

う２つの雇用形態の間に、これらの派遣労働な

どの新たな形が加わり、まるでバラモン教の

カースト制のように、労働者の間にさまざまな

階級がつくられ、このことで一度失業したり、

派遣からスタートし、失業でもすると、正規雇

用にはい上がる展望が失われてしまいます。就

職氷河期の問題も、そのあらわれでしょう。

このままの日本では、年金受給権のない人が

多数発生し、生活保護の増大や、そのことによ

る新たな財政負担が生じ、さらに60万人にも及

ぶと言われる中高年のひきこもりの発生など、

これが人間の心に大きな問題も生じてくるので

はないか。派遣労働の問題、知事の所感を伺い

ます。

３点目、消費税10％引き上げの問題です。

税の三原則に「公平・中立・簡素」というの

があります。税は公平、中立、簡素でなければ

なりません。この消費税の軽減税率は、税の三

原則の中の簡素でわかりやすい税でしょうか。

店内で食べる、食べないで税率が変わる。ポイ

ント還元などは、簡素どころか、公平という視

点からも問題があると思います。レジでの作業

も大変だろうと思います。しかも、この消費税

を導入するため、不況対策と称して、国は大規

模な財政支出をしています。それをよしとして

も、タコがみずからの足を食べているような、

税を取るために税を食うという感じです。

果たして、将来の日本の財政の形として、こ

のような消費税がいいものかどうか。格差の拡

大など、新たな問題をもたらすことになるので

はないかと思います。

私が常々訴えているように、財政運営は所得

再分配機能とビルトインスタビライザー機能を

あわせ持つ超過累進課税の強化を基本とすべき

だと思います。知事の所感を伺います。

最後になります。４点目は、現在の日韓関係

をどう見るかということであります。

明治から今日まで、激動する国際環境の中

で、日本がどのような立ち位置を決断していく

かは、大変困難なことだったろうと思います。

過去の日本の歴史を云々するつもりはありませ

んが、日露戦争を前にして明治天皇が詠まれた

歌、「よもの海みなはらからと思う世になど波

風のたちさわぐらむ」。時のアメリカ大統領、

セオドア・ルーズベルト大統領は、この歌の意

味に大変感動したと言われています。そしてま

た、この歌を太平洋戦争突入が色濃くなっ

た1940年９月の御前会議で、孫に当たる昭和天

皇が再度詠み上げられています。

繰り返しますが、私がここで過去の歴史を

云々するつもりはありませんし、この歌の意味

を云々するつもりもありません。ただ、それぞ

れの平和への思いがあったとしても、日本とい

う国が言論弾圧や小林多喜二の暗殺など、暗い

歴史を含みながら、歴史の流れに翻弄されて

いったことを思うとき、歴史の悲しみを感じざ

るを得ません。

だからこそ、戦後の民主主義が多くの国民の

期待を受け、光輝いたのであり、国際関係にお

いても、憲法前文にあるように、「名誉ある地

位を占めたいと思ふ」という言葉が表現された

のだと思います。

そのような中で、日韓関係は過去の歴史をは

らんで、まさにセンシティブな問題であります

が、一度、国民感情があらぬ方向に行くと、そ

の収拾には多大が犠牲や困難が伴うことは、歴
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史が証明しています。したがって、両国間に憎

悪感情を増幅させることなく、冷静、適切な

リードも必要だと思います。知事の所感を伺い

ます。

以下の質問は、質問者席にて行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、「あおり運転」などに見られるような

今日の世情についてであります。

私は、日本人の国民性は、礼節を重んじ、和

をとうとぶ精神、勤勉さ、規律正しさを大切に

するところに大きな特徴があると考えておりま

すが、最近のあおり運転等に見られるような危

険で自己中心的な行動は、大変残念でなりませ

ん。社会制度のありようがこれらに影響してい

るのか否かについてはわかりませんが、社会が

豊かになる一方で、人間関係が希薄になった

り、匿名で他人を中傷したりする風潮が広がっ

ていると感じておりまして、こうした社会的な

許容性の低さや不寛容の広がりは、大変憂慮す

べき事態であると考えております。

昨日、ラグビー・イングランド代表のウエル

カムセレモニーが県庁講堂で行われました。野

﨑県議がすばらしい太鼓の演奏を披露していた

だいたところでありますが、非常に印象深いの

は、あれだけ大柄なラグビーの選手が、きちっ

とスーツに身を包んで、その礼儀作法、所作

に、大変チームとしての規律というものを感じ

ましたし、やはりラグビーの母国としての矜

持、プライドというようなものを感じられたと

ころであります。

また、ラグビーの選手一人一人が水のボトル

を持っておられまして、水分補給も大変大事だ

ということ、そこも徹底されているなというこ

とを感じたところでありますが、やはり人とし

て軸、プライドを持つことは大変重要なことで

あろうかと思います。

こうしてさまざまな国の人と接したり、先日

はブラジル、アルゼンチン、アメリカの出張、

また、さまざまな海外の出張等も行っておりま

すが、つらつら考えまして、この日本という国

が70年という平和を保つ中で、さまざまな課題

はありながらも、世界の中で見ても、よりよい

国づくりを進めてきたんではないかという思い

がしております。

昨今のおもしろおかしく語られるような日本

礼賛に決してくみするものではありませんが、

しっかりと先人がそういうよい国を築いてくだ

さった、その感謝と思いとともに受けとめて、

それを次の世代へ伝えていく、それが重要な使

命であろうと感じております。

今、我々が迎えました令和という元号、これ

は、人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生

まれ育つという意味が込められているところで

ありまして、まさにそんな社会をつくっていく

ことが重要であると考えております。

次に、派遣労働など非正規雇用についてであ

ります。

私は、県民一人一人が、その事情に応じて多

様で柔軟な働き方ができ、働くことで自己実現

が可能な社会が望ましいと考えております。

派遣労働などの非正規雇用は、個人の価値観

の多様化に伴い、それぞれのライフスタイルに

応じた働き方として選択される方がおられる一

方で、雇用が不安定で賃金が低いなどのさまざ

まな課題も指摘されております。特に、正規雇

用を希望していながら、不本意に非正規雇用労

働者として働かざるを得ない方の正社員への転

換は、御本人の将来展望を図るためにも、早期
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に解決すべき課題であると認識をしておりま

す。

現在、国においては、正社員転換を推進する

ための助成金制度の運用や、ハローワーク等で

のマッチング促進などに力を入れており、さら

に今後は、就職氷河期世代への支援に集中的に

取り組む方針も示されたところであります。

私としましては、国の動きとも連動しなが

ら、県民一人一人が安心して働くことのできる

社会づくりに取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

次に、消費税率の引き上げや税制のあり方に

ついてであります。

国や地方におきましては、厳しい財政状況、

少子高齢化及び社会保障関係費の増大などの課

題に直面している中で、消費税率の引き上げ

は、安定的な財源確保に向けて必要でありまし

て、軽減税率の導入等の対策は、暮らしや経済

への影響に配慮した措置であると認識しており

ます。

税には所得、消費、資産等に対する課税があ

り、それぞれの機能や役割を生かしながら、人

口減少と高齢化の同時進行やグローバル化の急

速な進展など、社会経済の構造変化に適応した

税体系が構築されることが重要と考えておりま

す。

税制全体のあり方につきましては、国におい

て、このような社会経済情勢を見据え、財源確

保はもとより、所得再分配や経済安定化の議論

が発揮されるよう、十分に議論されるべきもの

と考えております。

最後に、日韓関係についてであります。

我が国と韓国との間には、御指摘のとおり、

さまざまな課題があるわけでありますが、東ア

ジアに位置する日本にとりましては、韓国は地

域の安定と経済成長を進める上で欠かすことの

できない大切な隣国であると認識しておりま

す。

現在、世界に目を転じてみますと、サウジア

ラビアの石油施設が攻撃されるなど中東情勢の

緊迫、さらには、ブレグジットを初めとする

ヨーロッパのさまざまな課題、今、Ｇゼロとい

うふうに言われておりますが、経済、社会の枠

組みが大きく揺らぐような状況があるところで

あります。

先日、ブラジルを訪問しましたが、ブラジル

というものが、２億人以上の人口を抱え、また

豊かな資源を持つ、そして広大な国土、それに

加えて、ブラジルの置かれた安全保障環境を考

えますと、日本の置かれたこの東アジアとは全

く違う、将来に向けた大きなポテンシャルとい

うものを感じたところでありますが、日本の置

かれた地政学的な状況、その中でしっかりと国

の行く末を見据えていく必要があろうかと考え

ております。

こういう難しい時期だからこそ、私としまし

ては、地方レベル、民間レベルの交流はしっか

りと続け、未来志向の日韓関係を次の世代に引

き継いでいきたいと考えているところでありま

す。以上であります。〔降壇〕

○太田清海議員 私は、４点ほど漠然とした質

問になったかなと思いながらも、大事なことだ

と思って質問させていただきました。ありがと

うございました。

今回の質問は、私は常々、自然問題を語ると

きに言っていますが、「一浜いじれば七浜たた

る」という言葉があります。一浜をいじると、

いろんなところの悪影響が七浜まで出てくるん

だよということでありますが、これはよく考え

てみると、私たちの社会制度の中にも、いろん

令和元年９月17日(火)

- 136 -



なことを妙にいじくると、そのことによって、

またいろんな問題が出てくる。私は、例えば派

遣労働なんかもそうじゃないかなと思うんです

が、社会制度にもこの言葉が当てはまるんじゃ

ないかなと思います。

公益財団法人明るい選挙推進協会というとこ

ろが出している「Ｖｏｔｅｒｓ」という雑誌が

あります。そこに、宮本みち子さんという千葉

大学の名誉教授が書いた論文があります。これ

は、いかにしたら若者が選挙に、政治に関心を

持つだろうという、その論文の冒頭にこんな表

現がされているんですよ。

「不安定な仕事に従事する若者の数は増加を

続け、結婚できない若者がふえている。親世代

のように、子供の成長に沿って収入が増加する

こともなくなった」年功序列ということだろう

と思います。「その一方で、税金や社会保険料

は増加し、衣食住を圧迫している。学生時代に

借りた奨学金の返済が続き、住宅取得や子供の

教育費を圧迫している。現役時代の余裕のなさ

に加え、将来の年金への不安などに押しつぶさ

れそうな状態である。この世代が高齢期に達す

るころには、低所得で身寄りのない高齢者が急

増することが予想される。歯どめをかけるには

どうしたらよいのだろうか」という、冒頭の。

私は、分析としては、こういったことから出

発をすべきじゃないかなという思いでありま

す。県もいろんな計画を立てたりしています。

こういう根本原因というものを見ながらという

ことを考えていくべきではないかなと思いま

す。

この項の最後になりますが、平成20年の３月

議会で、ビルトインスタビライザー機能という

のをこの場で訴えたことがあります。知事との

問答がありましたけれども、このビルトインス

タビライザー機能というのは意外と知られてな

いなと思って、教育委員会で調べてもらいまし

た。そうしたら、高校の教科書にぴしっと書い

てあるんですよ、ビルトインスタビライザー。

私は大学のころだったかなと思ったけど、見て

みたら、それは図解入りで、私が言っているそ

のままが書いてあるような感じなんですよね。

だから、今の若い子供たちも―こういった所

得再分配とか累進課税であっても書いてあるん

ですよね。だから、私たちは、子供に教えてい

るなら、私たちの実生活の中で何かそういうの

をつくっていかないかんちゃないかなと思うと

ころであります。

ぜひ、国の制度ではありますが、全国知事会

とか、いろんな知事が要望されていますよね、

宮崎の提案・要望というのもありますが、そう

いう中でも、ぜひ何かそういった問題を国に訴

えてもらえんかなと思っております。

次に進みます。ＬＧＢＴアウティングの問題

についてであります。

これは答弁の中でもあるかもしれませんが、

カミングアウトとアウティングの違いでありま

すが、カミングアウトというのは、ＬＧＢＴ当

事者が、自分の親とか信頼する先生、もしくは

同級生、友達に打ち明けるのがカミングアウト

で、アウティングというのは、それを聞いた人

が、本人の了解なく人にばらしてしまうといけ

ないということで、聞いた人が第三者に言って

しまうのをアウティングといいます。そういう

ことなんですが、今、性的指向や性自認を本人

の了解なく第三者に漏らすアウティングについ

て、県の考え方や対応について伺いたいと思い

ます。総合政策部長、お願いいたします。

○総合政策部長（渡邊浩司君） 性的マイノリ

ティーの当事者にとりまして、アウティング行
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為は、深刻な被害を招き、命にかかわることも

ある重大な人権侵害でありまして、決して許さ

れるものではありません。

このため県では、性的マイノリティーの問題

に関しまして、職員研修や県民向けの各種講

座、啓発パネル展等の啓発研修事業を実施する

際に、アウティング防止の重要性についても周

知に努めているところであります。

今後とも、アウティングの問題を含め、性的

マイノリティーの人権問題に関する啓発研修の

さらなる充実に努め、性の多様性につきまし

て、より一層の理解促進を図ってまいりたいと

考えております。

○太田清海議員 私は、県も一生懸命取り組ん

でくださっているということは評価しておりま

す。アウティングによって、自分が同性愛者だ

ということを友達に言ったら、それを了解なく

みんなにばらして、その学生の子は自殺したと

いうこともありました。

私は、こういうアウティングの問題も、多様

な人間がこの世に存在するんだということがわ

かれば、こういった問題もなくなるんではない

かなと、理想的には考えておりますけれども。

私もいろんな人に会うと、時間をうまく使えな

い人、時間にルーズだと思っている人は、よく

聞いてみると、時間の設定がなかなかできない

人とか、家の中を片づけることができない、何

が大事で、何を捨てていいのかがわからない人

とか、人がさわったものにはさわれないとい

う、本当にさまざまだなと思います。

私も実は、右と左がわかりません。右と言わ

れても、一瞬どっちが右かというのがわかりま

せん。私は、テニスの試合のときに、前衛から

右に行けと言われて、どっちに行っていいかわ

かりませんでした。だから、高校時代は全員

に、右に行けというなら、右にラケットを上げ

てくれと、左だったらこうしてよとかいって、

それで判断していたんです。私もそうでありま

した。

そういうさまざまな人がいるということがわ

かれば、人間は優しくなれるんだがなという思

いであります。ぜひこのアウティングの問題

も、いい意味で広めていただきたいと思いま

す。

次に、会計年度任用職員制度についてお伺い

したいと思います。

これは満行議員の代表質問でも確認されまし

たが、基本的に、働き方改革としての会計年度

任用職員制度については評価をしたいと思いま

す。臨時の職員の人たちに期末手当が出るとい

うことは、大きなことだと思うんですね。た

だ、私は、基本的には、正規雇用というのはき

ちっと守らないかんという思いがあります。

総務部長にお伺いいたしますが、会計年度任

用職員制度が整備されたことにより、将来的に

正規職員を会計年度任用職員に置きかえること

も懸念されておりますが、総務部長の考え方を

お聞きしたいと思います。

○総務部長（武田宗仁君） 県の組織運営に当

たりましては、一般の職員を中心とするという

原則を前提としつつ、会計年度任用職員制度も

活用しながら、効果的、効率的に行政サービス

を提供していくことが重要であります。

また、会計年度任用職員は、一般の職員の業

務を補完するものであり、職務内容や責任の程

度が異なることから、従事する業務の量や性質

を正確に把握した上で、職の整理を適切に行う

必要があると考えております。

今後は、このような考えのもとで、会計年度

任用職員を含めた臨時・非常勤職員制度を適切
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に運用し、県庁全体の組織力の向上に努めてま

いりたいと考えております。

○太田清海議員 正規職員が基本であるという

ことを訴えておきたいと思います。

実は、会計年度任用職員という人たちの特殊

な思いが、これから出てくると思います。とい

うのは、今まで期末手当が出なかった。それが

出るようになった。今まで６カ月とか８カ月と

かいうことで切られていたから、それはそれで

終わっていたんですが、１年雇用で来年も雇用

されるかもしれないということ、それを考えた

場合、期末手当が出るということは、自分の将

来の生活設計に組み込んでいくわけですよね。

だから、この人たちは恐らく１月、２月、３月

は、来年度も雇用されるのだろうかという、物

すごい不安が生じるんですよ。これは延岡の母

子相談員の人たち、まだ当時は嘱託職員でした

けれども、その人たちが言っておりました。

「私たちは１月、２月、３月が怖いんですよ、

採用されるのだろうか」。だから、この任用職

員制度においても、この人たちは物すごく不安

になる。だから、本当に一生懸命、通常の仕事

をしておれば、来年も採用されるんだよという

ようなメッセージは送っていただきたいと思

う。何かそんな気がいたします。そういう問題

があるということを―心の負担がですね―

ぜひ知っておいていただきたいと思います。

次に、同じく総務部長にお伺いします。次の

問題は、市町村合併の検証とその後についてで

あります。

宮崎県も、最後の小林、野尻等の合併が終

わって10年近くたちました。延岡でも合併が行

われ、調べてみたんですが、データとして

は、2005年の９月から、合併を挟んだ2019年の

４月までの人口の変動を調べてみました。旧延

岡市が、減った人口が9,710名、北方は1,017

名、北川は1,065名、北浦は956名、4,000人おっ

た町が、３町と言っていいのかどうかわかりま

せんが、この北浦、北方、北川の人たちは4,000

人から3,000人になっちゃったんですね。減少率

を見たら、旧延岡市は８％なんですよ、この

間。北方、北川、北浦は、21％減少、24％減

少、22％減少なんですよ。合併しても減少して

いるなということなんですね。

質問であります。この検証については、こう

いう状況だろうと思いますが、今後、地方行政

のあり方について、国においてどのような議論

が行われているのかをお伺いしたいと思いま

す。

○総務部長（武田宗仁君） 人口減少が加速す

る中で、市町村におきましては、自治体間の広

域連携などによる、住民の暮らしを支える取り

組みや行政運営の効率化が、今後ますます重要

になってくるものと考えております。

このような中、国におきましては、人口減少

や高齢化が深刻となる2040年ごろにかけて生じ

る労働力不足などに対応する観点から、圏域に

おける地方公共団体の連携や、圏域での連携が

困難な市町村に対する県の補完・支援、ＩＣＴ

を活用した「スマート自治体」への転換など、

これから必要となる地方行政のあり方について

検討がなされているところであります。

県としましても、こうした国の検討状況を注

視しながら、引き続き、基礎自治体である市町

村の機能が十分果たされるよう、必要な支援を

行ってまいりたいと考えております。

○太田清海議員 ぜひ、こういった教訓を生か

しながら考えていただきたいと思います。です

から、公共機関があること、役場があること、

そういったものは、それが一つの地方に対する
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投資だと私は思っています。ぜひ考えていただ

きたいと思います。

次に福祉保健部長に、福祉施設における不祥

事についてお伺いしたいと思います。

新聞でも報道されましたが、宮崎市の老人施

設で、男性職員が90歳代の女性に馬乗りになっ

たとか、虐待の報道がされました。その後、勤

務時間が物すごく長くて、その職員には勤務ス

トレスがあったというようなことが言われてい

ます。

介護というのは、当初、導入されたときに

は、「介護の社会化」という言葉をもって導入

されました。介護をみんなで社会的に応援しよ

うよということで、介護の社会化。であるとす

るならば、そこで働く人も、最低賃金でいいよ

というような感じではなくて、介護の社会化と

いって導入したんだから、せめて準公務員的

な、そういう賃金体系をつくってやらなけれ

ば、離職したり、本当にそういった問題がいっ

ぱい出てきてしまうと思います。

そこで質問ですが、介護施設で働く介護職員

には賃金基準があるのか。また、県として介護

職員の賃金改善のためにどのような支援を行っ

ているのか、伺いたいと思います。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 介護職員の賃

金基準は、介護事業を行うそれぞれの法人の就

業規則等で定められておりまして、全国統一的

なものはございません。

このような中で、全産業と比べても給与が低

い介護職員の給与改善のため、県では、賃金や

職場環境などの改善を図る介護職員処遇改善加

算制度の活用を促進しております。

具体的には、事業所に対しまして、制度の周

知を行うとともに、加算の取得に向け、社会保

険労務士を派遣しまして、個別に助言し、実

際、事業所の加算取得率は、平成28年からの２

カ年で、3.3％増の88.5％となったところでござ

います。

国の調査結果によりますと、この制度を活用

している事業所の介護職員の平均給与額は、平

成29年は前年から１カ月当たり１万2,200円の

増、30年は前年から１カ月当たり１万850円の増

となっております。

県としましては、今後とも、加算の取得を促

進し、介護職員の給与の底上げに取り組んでま

いります。

○太田清海議員 県としても、今の制度の中で

一生懸命頑張っているのはわかります。

右松議員の代表質問の中にもありました介護

事業所の認証評価制度、これも大変大事なこと

だろうと思います。うちの介護事業所はこんな

賃金体系を持っているんだよということを公表

する。それによって人が集まってくるというこ

とですから、ぜひ取り組んでいきたいというこ

とでありますので、ぜひ頑張っていただきたい

と思います。

私の家にもいろいろ相談に来る人がいます

が、介護職員、賃金を聞いてみたら、本当に哀

れですね。

これは延岡の例じゃない、市外の例なんです

けど、私の家に来た人がガラス窓をふいていた

ら、自分より若い、理事長の息子さんが来て、

一緒に仕事をしていたら、その子が、「おれ、

今度、新車を買うのよね」と言ったそうです。

「おれ、新車は買えないのにな」と思って、何

かやる気がなくなったというような、そういう

ところもあったり。私は、介護施設ではみんな

一生懸命頑張っていると思います、経営者側も

ですね。ただ、そういう差があったりすると、

よくないがなという思いなんです。
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それでは、次のドクターカー及びドクターヘ

リについて、同じく福祉保健部長にお聞きした

いと思います。

実は、延岡の男性が五ヶ瀬町に観光に行って

いたんですが、倒れて、周りにいた人が機転を

きかせて、今度つくられた西臼杵の広域消防に

連絡をして、救急隊がすぐに駆けつけたそうで

す。そして、どこに運んだらいいかというのを

本当にてきぱきと処理し、熊本の日赤病院に運

ぶのが一番いいということで、県境まで運んで

いったら、熊本日赤病院のドクターカーがさっ

と駆けつけて、そこで引き渡して、熊本の病院

に入ることができたそうです。本当にてきぱき

としていてということを―そこには奥さんは

いなかったんですけれども、もし奥さんがいた

ら、「延岡に連れていってくんねえ」と妙なこ

とを言って、かえって悪かったかもしれない。

しかし、それをさっと熊本に最善の方法で運ん

でくれたことに―この方は後遺症なく、今は

ぴんぴんとしておられるんですよ―奥さんが

物すごく感謝しておられました。この広域消防

のあり方、それからドクターカーのあり方、本

当に感謝であります。

県内のドクターカーの運行状況と課題につい

て伺いたいと思います。あわせて、ドクターヘ

リの延岡西臼杵医療圏への運行状況について伺

いたいと思います。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） ドクターカー

は、診療を行う医師を現場に運ぶ緊急走行が可

能な車両でございまして、本県では、宮崎大学

医学部附属病院、県立宮崎病院、宮崎市郡医師

会病院、都城市郡医師会病院及び県立延岡病院

の計５医療機関において運行されております。

昨年度の運行実績は、出動の多い県立宮崎病

院では500件を超えている状況です。

主な課題として、運行体制の充実がございま

して、現在の県内ドクターカーの運行時間帯や

範囲を拡大していくためには、運行する医療機

関に、救急医などの十分な体制を確保していく

必要があります。

ドクターカーは、本県救急医療に大きく貢献

しておりますので、今後も関係医療機関等と連

携しながら、救急医の確保を初めとする体制の

充実に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

続けて、ドクターヘリについてでございます

が、平成30年度における県内全体の要請件数

は451件でございまして、うち、延岡市及び西臼

杵郡内からの要請件数は87件で、全体の19.3％

となっております。

その内訳を見ますと、救急現場への出動が28

件、病院等の施設間搬送が38件、ヘリの不要が

判明したことや、天候不良等によるキャンセル

が21件となっております。

平成24年度のドクターヘリ運航開始以降、救

急医療の研修環境が整ったこともございまし

て、救急専門医が着実に増加し、救急医療体制

が強化されてきております。このような流れ

を、県北における救急医療体制の充実にもつな

げていけるよう、取り組んでまいります。

○太田清海議員 これは、我が会派の満行議員

も代表質問の中で、美郷町、椎葉村、諸塚村の

常備消防について訴えましたが、ぜひこれを参

考にして、本当に感謝されています、効果は抜

群でありますということで、将来、発展的に取

り組んでいただきたいと思っております。

県北にもドクターヘリをもう１台置いてくれ

んかという要望もあります。これも、医師の確

保という問題もありますが、その辺も含め、頑

張っていただきたいと思っております。
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次に環境森林部長に、森林環境税等について

お伺いしたいと思います。

森林環境税が、国会でことしの３月に決議さ

れたんですが、その中に、森林環境譲与税、そ

ういったもので、地域の自然条件に応じて、放

置人工林の広葉樹林化を進めることというよう

な意味の、広葉樹林化を目指した附帯決議もあ

ります。

関連して、野生鳥獣が生息しやすい広葉樹の

森づくりについて、県の取り組みをお伺いした

いと思います。

○環境森林部長（佐野詔藏君） 広葉樹の森づ

くりにつきましては、野生鳥獣の生息環境を良

好にしますほか、国土保全や水源涵養などの機

能も高まることが期待されますことから、重要

な取り組みであると考えております。

このため、県におきましては、国の森林整備

事業や県の森林環境税などを活用しまして、放

置された人工林を、針葉樹と広葉樹が混在する

森林へと誘導する取り組みや、水源地等の上流

域における広葉樹の植栽、ボランティアや地域

による植樹活動への実のなる木の提供などの支

援を行ってきたところであります。

県といたしましては、引き続き、このような

取り組みを進めますとともに、森林環境譲与税

を財源として、地域の森づくりを一層担うこと

となりました市町村とも連携しながら、広葉樹

の森づくりに取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○太田清海議員 広葉樹というのも大事である

ということで、お願いしたいと思います。

県も、第七次宮崎県森林・林業長期計画とい

うのをつくっておられますが、これを読ませて

いただくと、やっぱりそれなりのことを書いて

あるなと思いました。うん、そうか、やっぱり

あるんだと思って。ただ、一歩進んで、山づく

り、７合目以上はもう杉を植えずに、野生鳥獣

に返そうやというような、何かそんなことも方

針が出てもいいかなという気もいたします。そ

んな思いをいたしました。

次に、長浜・方財海岸浸食問題についてお伺

いいたします。

これは、「一浜いじれば七浜たたる」の最た

るものであると思いますが、長浜海岸、方財海

岸の砂浜の現状についてお伺いしたいと思いま

す。

あわせて、方財海岸から延岡港内への砂をと

める対策は検討できないのか、この２つを同時

に質問させていただきます。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 長浜海岸か

ら方財海岸にかけましては、平成19年度から継

続しまして、延岡新港のしゅんせつ土砂を養浜

しており、また、平成21年度からは、海岸の状

況を把握するため、現在、８カ所で定期的な測

量を行っております。

このうち、特に方財海岸につきましては、平

成28年度からこれまでに、ドローンを用いた観

測を８回実施しております。これらの観測結果

から判断しますと、海岸の状況は、季節的な変

動はあるものの、比較的安定していると認識し

ております。

続きまして、砂をとめる対策の検討について

でございますけれども、海岸の砂浜は、人命や

資産を波浪等から防護するだけでなく、海岸利

用や環境の観点からも重要であります。

方財海岸の砂浜は、波浪の状況等で季節的な

変動もあることから、養浜を実施しております

が、砂浜の保全に効果的な対策を検討していく

ことも必要であると考えております。

対策の検討に当たりましては、漁業や自然環
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境等への影響が懸念されますことから、河川管

理者である国や漁業関係者などと協議を進めて

まいりたいと考えております。

○太田清海議員 県、国、砂利採取業者、３者

が絡んだ難しい問題もあろうかと思います。た

だ、やっぱり砂はできるだけ持ち出さないとい

う基本的な方針を持たないと、どんどん侵食が

進んでしまう。今、比較的安定しておるという

ことではありますが、毎日見ている人から見れ

ば、これは侵食されておるぞという声もあるわ

けです。

そういう人の声なんですけど、平成11年から

平成30年まで、今まであの海岸から持ち出した

砂が47万立米、これは１立米で計算すると、福

岡県の北九州市門司区から鹿児島市の南24キロ

まで連なるそうです。相当なものを今までは持

ち出していたということなんですね。

この方財海岸での持ち出しも、平成27年度に

は５万5,000立米、１分間に５回、波が来るそう

なんですけれども、１回の波で、私の計算で

は、大体、鉄道の枕木１本分が一波で持ち出さ

れているということであります。こういう声も

あるわけですから、ぜひ今後の対応をしていた

だきたいと思います。

最後の問題になりますが、北川霞提の問題。

洪水時に北川家田地区の霞提開口部から流入

するごみの対策について、現在の対応状況につ

いてお伺いしたいと思います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 北川につき

ましては、近年の洪水等により、川の流れが変

わり、霞提開口部付近の樹林帯が大きく減少し

たため、ごみ等の流入を軽減するスクリーン効

果が失われたことにより、流入する量が増加し

たものと考えております。

このため、以前のような川の流れの状態に戻

すことが重要であると考えておりまして、流れ

を変えるために、水制工の設置や河道掘削を行

うとともに、開口部周辺に竹の根を移植し、樹

林帯を復元する取り組みを実施しているところ

であります。

さらに、霞提内に流入する水位を低下させる

ため、北川本川内の土砂掘削を行っているとこ

ろであります。

今後とも、地域住民の方々や有識者の意見を

伺いながら、モニタリング調査により効果の確

認を行うとともに、さらなる対策の必要性につ

いて検討してまいりたいと考えております。

○太田清海議員 わかりました。下流域に住む

人たちの水害を防ぐために、この霞提というの

は大きく貢献している。そこにたまったごみを

地区の人たちが片づけをしなければならないと

いうのは、私は物すごく理不尽な気もいたしま

す。これが全部海岸に流れていけば、県が処理

せないかんわけです。ですから、私はこのごそ

（ごみ）の問題も、ぜひ今後解決を図っていた

だきたいと思いますし、今、工事していること

の工事の成り行きを見ていきたいと思っており

ます。場合によっては、堤防の向きを変えるこ

とも考えなくてはいけないのではないかなと思

いながら、質問を終えさせていただきます。あ

りがとうございました。（拍手）

○丸山裕次郎議長 以上で午前の質問を終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時42分休憩

午後１時０分開議

○山下博三副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、窪薗辰也議員。
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○窪薗辰也議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の窪薗辰也です。通告に従い一般質問を行いま

す。

今月11日に発足した第４次安倍再改造内閣で

本県２区選出の江藤拓農相が誕生したことは、

農業県宮崎県においては、まことに喜ばしいこ

とであります。

農業を取り巻く環境は、国内外ともに極めて

厳しい時代を迎え、苦難の船出となると思いま

すが、食料・農業・農村基本計画など、どのよ

うに示されるかが問われています。農業県ふる

さと宮崎のためにも、大いに奮闘されることを

願っています。

さて、第12回和牛能力共進会については、最

終審査が令和４年10月６日から10月10日まで、

「和牛新時代 地域かがやく和牛力」をテーマ

として鹿児島県で開催されますが、その目的

は、それぞれの時代に応じた和牛改良を進めて

いくための優秀な素材を発掘し、出品、展示す

ることによって、その成果を確認し、将来に引

き継いでいくことを目指すものであります。

日本の和牛は、歴史と風土に培われた我が国

固有の財産であり、日本の食文化を代表する食

材として、国内外から高く評価されておりま

す。

食料資源をめぐる動きは世界規模となり、さ

らなる厳しさを増す中、和牛は我が国、宮崎県

の食と農を支える基幹産業であり、さらなる成

長産業として、繁殖、肥育両面から生産効率を

向上させ、本県和牛の振興を図る必要がありま

す。

今後は、生産、流通、消費動向を見据えて、

効率的な肉用牛の生産に加え、食味性の向上に

重点を置いた遺伝的改良と、飼養管理技術の向

上が求められます。

本県の和牛は、和牛独特の風味と口解けがよ

く、食味性がよいと高く評価され、国内消費ば

かりでなく、輸出量も毎年増加しており、今後

も「日本一」の称号を維持していかなければな

りません。四たび連続日本一をかち取ること

は、将来、本県の和牛がさらなる宮崎ブランド

として飛躍し、世界にその名を知らしめる絶好

の和牛能力共進会であります。

そこで、第12回全国和牛能力共進会に向けた

知事の意気込みをお伺いいたします。

以下、質問は質問者席で行います。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

平成29年に宮城県で開催された前回大会で

は、肉牛の部で内閣総理大臣賞を受賞し、大変

厳しい戦いでありましたが、３大会連続での

「日本一」の称号を獲得することができたわけ

であります。

その結果として、現在、国内外でのさまざま

なプロモーション活動において、「日本一」の

称号を前面に打ち出すことができており、「宮

崎牛」の認知度向上や輸出力の増加といった大

きな効果が得られているところであります。

昨日のラグビー・イングランド代表のウエル

カムセレモニーでもそうですが、海外の方に宮

崎牛のことを紹介するときには、日本一の和牛

であるということ、すなわち、それは世界一の

和牛であると、実質的にそのようなすばらしい

ものだというようなアピールをさせていただい

ております。

ブラジルで今回、サンパウロにおけるジャパ

ンハウスで、宮崎の夕べということで、宮崎牛

のステーキを召し上がっていただきましたが、

多くの方に大変高い評価をいただきましたし、
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現地の商社の方も、「輸入をしたくて何年も

待っているんだ。早く輸入をしたい」というよ

うな大変強い意欲を示していただきましたし、

非常に印象に残りましたのは、ブラジルの宮崎

県人会の方が、「こんなにおいしい宮崎牛を

持ってきてもらってありがたい」と。恐らく県

人会の皆さんにとっては、ふるさと宮崎の牛肉

がこれだけおいしいということを知り合いの方

にアピールできたことが、大変誇らしいこと

だったのではないかなと思います。さまざまな

場面でそうした手応えを感じているところであ

ります。

次回の全共におきましても、各県が「打倒宮

崎」を掲げて、相当力を入れて取り組んでくる

と思われます。大変厳しい戦いとなることが予

想されますが、現在の「日本一」におごること

なく、初心に立ち返って万全の準備を進め、必

ずや４大会連続となる内閣総理大臣賞を獲得

し、宮崎牛の新たな歴史をつくっていきたいと

考えております。

また、そのように宮崎牛がすばらしい成績を

残すことが、全国の和牛づくりの一つのモデル

として、宮崎が全国の和牛振興をリードしてい

くんだという気概で取り組んでまいりたいと考

えております。

そのためにも、もう一度、「日本一の努力と

準備」を合い言葉としまして、生産者も含めた

関係者の力を結集し、チーム宮崎一丸となっ

て、全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

○窪薗辰也議員 次の鹿児島全共まであと３年

となりました。出品牛を造成するためのスケジ

ュールでは、肉牛の部では、ことしの12月27日

から計画交配が始まります。若雄、若雌では、

１月27日から10月25日までに計画交配が行われ

る予定となっております。資源の発掘と適正な

交配ができることを期待します。

今度の全共では、宮崎は追われる立場であ

り、特に鹿児島県は、地元開催ということで

「打倒宮崎」の意識が強く、大分、長崎、佐

賀、宮城などの産地間の戦いが一段と激しくな

ることが予想されます。

第12回和牛能力共進会については、どのよう

な体制で取り組まれていくのか、農政水産部長

にお伺いいたします。

○農政水産部長（坊薗正恒君） 第12回全国和

牛能力共進会に向けましては、全国和牛登録協

会宮崎県支部、県、そして関係団体で構成しま

す宮崎県推進協議会において、「最高の成果を

出すために挙県一致の体制で取り組む」という

方針を確認したところでございます。

具体的な対策につきましては、県域及び各地

域の関係団体等の技術員で構成します出品委員

会において、候補牛の作出や選定などを協議、

実施しているところでございます。

また、各地域におきましては、若い技術員が

ふえてきたこともありまして、出品に係る技術

の伝承が重要でございます。このため、今後、

毎年、県域の共進会を開催し、調教技術の向上

を図るなど、スキルと結束を高めてまいりたい

と考えております。

今後とも、推進協議会を中心にチーム宮崎一

丸となって、万全の体制で進めてまいります。

○窪薗辰也議員 特に、肉牛の審査の基準に脂

肪の質が取り入れられましたが、どのように取

り組まれるのかお伺いしたいと思いますけれど

も、肉用牛の部では、これまでの枝肉の評価に

加え、肉量、肉質、脂肪の質について、それぞ

れ１対１対１の重みで審査されることになるよ

うですが、脂肪の質については、和牛のうまみ
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成分である一価不飽和脂肪酸が審査され、質順

位によって決定されるなど、新たな審査基準で

の順位で決定されることとなっております。

そこで、今後どのように取り組まれていくの

か、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（坊薗正恒君） 議員御指摘の

とおり、次回の大会では、枝肉を審査する肉牛

の審査基準に、肉の量、肉の質に加えまして、

おいしさにかかわる脂肪の質が取り入れられる

ことになります。中でも、脂肪の質に着目した

新たな出品区においては、出品牛の父牛に、脂

肪に関する遺伝的能力を数字であらわします育

種価の評価が要件となりますことから、測定機

器を用いて、現在、データ収集を行っていると

ころでございます。

また、このように出品牛には、脂肪の質の高

いことが求められますので、候補牛の作出に当

たりましては、種雄牛、そして繁殖雌牛の脂肪

に関する遺伝子型を調査し、高いもの同士の指

定交配を行っているところでございます。

肉牛の部で最高の成績をおさめることが、宮

崎牛のおいしさの証明につながりますので、新

たな評価にしっかり対応した出品対策を、関係

機関一体となって進めてまいりたいと考えてお

ります。

○窪薗辰也議員 次の鹿児島全共では、何が何

でも「日本一」の称号を獲得しなければなりま

せん。本県農業、畜産の未来のためにも、勝つ

ために、勝つための予算など万全を期し臨みま

すよう、特段の御支援を賜りますよう、よろし

くお願い申し上げます。

次に、畜産振興について伺います。

和牛精液、遺伝子の国外への流出は、平成10

年ごろまでに、既に一部の商社を中心に輸出し

ており、ストローのみならず、和牛の繁殖牛、

褐毛牛などがアメリカに出された経緯がありま

す。

和牛の改良には、長い歳月と、和牛に携わっ

てくださった多くの先人の思いが、今日、世界

に誇る肉用牛として誰でも認める日本固有の遺

伝子を有する和牛であります。

これまでも、国外への持ち出しをとめる方法

はないものかと、国や関係機関に働きかけてき

ましたが、知的財産として認められていないな

どの理由で、野放し状態で今日まで経過してき

たところでありますが、ここに来て、ようやく

重い腰を上げたといった感じであります。実に

遅過ぎる国の対応であります。

和牛遺伝子資源が国外に流出するという報道

が、新聞でなされました。畜産振興のために

は、和牛遺伝資源は大変重要なものでありま

す。国においても、その取り扱いについて、法

改正が検討されていると聞いておりますが、本

県における、県有種雄牛精液を取り扱う家畜人

工授精所の指導体制について、農政水産部長に

お伺いいたします。

○農政水産部長（坊薗正恒君） 人工授精を行

います家畜人工授精の業務は、家畜改良増殖法

に基づきまして、適切に行う必要がございま

す。

このため、県有種雄牛の精液の管理につきま

しては、製造から利用までを一元管理できるシ

ステムを、本県においては整えておるところで

ございます。

さらに、県におきましては、家畜人工授精所

に対し、法に基づく立入検査を定期的に行い、

精液の利用状況を記載した家畜人工授精簿や、

精液及び受精器具の保管、管理状況等について

確認し、人工授精師に対する指導を行っている

ところであります。
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また、県独自の取り組みとしまして、適切な

人工授精業務の確認のため、子牛の親子関係が

正しいかについて、無作為に抽出した検査も実

施しているところであります。

現在、国において、法律の改正を視野に、精

液等の管理の厳格化が検討されておりますの

で、その動向を注視しながら、引き続き、適切

な家畜人工授精業務が行われるよう、指導して

まいりたいと考えております。

○窪薗辰也議員 和牛ストローの取り扱いにつ

きましては、いろいろと問題があり、ＩＣＴに

よる端末機の利用で、ストローの管理・台帳管

理が一元化され、先進的な取り組みであると評

価されるようになったことは、関係機関の指導

があってでき上ったものであります。今後とも

継続的に御指導くださいますよう、お願いいた

します。

次に、ハウス農業についてお伺いいたしま

す。

小林市の野尻を中心に生産されてきたメロン

は、「めろめろメロン」の愛称で、生産者と

県、ＪＡ等が一体となってブランド化に取り組

み、宮崎を代表するブランドとして評価されて

きました。

しかし、土壌消毒効果の高い臭化メチル剤の

使用が全廃され、生産者、栽培面積とも減少し

ており、このままでは、せっかくつくり上げた

ブランドの産地がなくなるのではないかと心配

いたしております。

県内のアールスメロンの作付状況について

は、作付面積で、10年前の平成20年産では163.2

ヘクタールから、平成29年産では57.9ヘクター

ルで、生産量については、3,552トンから1,204

トンと、いずれも３分の１程度となっており、

激減しております。

メロンの産地が縮小する中、産地を維持する

ための方策について、農政水産部長にお伺いい

たします。

○農政水産部長（坊薗正恒君） 西諸県地域

は、昭和40年代からメロンの生産が始まってお

りまして、平成19年には、光センサーを用いた

選果による糖度保証に県内で唯一取り組むな

ど、本県メロンを牽引してきた産地でございま

す。

このような中、議員御指摘のとおり、土壌消

毒剤の使用が制限された約10年前から栽培農家

が減少してきておりまして、その対策といたし

ましては、太陽熱や焼酎かす等を利用した土壌

消毒の開発や普及を通じて、品質や収量の安定

生産を推進しているところでございます。

また、産地の維持には、生産者が安心して経

営できる取引づくりも重要なことから、契約取

引による安定的な販売や、県民向けの地産地消

フェアなどを強化しながら、農家所得を確保す

る取り組みにも努めてまいりたいと考えており

ます。

○窪薗辰也議員 メロンのブランドを守るため

には、何としても生産量をふやすことが、何よ

り大事なことだと思います。

土壌消毒については、新たに効果の上がる技

術が求められるところですので、引き続き開発

研究していただきますよう、要望いたしておき

ます。

また、県を代表するマンゴーについても、燃

料価格高騰等の影響により、経営が厳しい農家

もあると聞いております。

そこで、マンゴーの生産状況と振興方策につ

いて、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（坊薗正恒君） 本県のマン

ゴー生産は、現在、栽培面積で91ヘクタール、
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生産量が1,165トン、農家数が273戸となってお

り、栽培面積では、平成26年のピーク時に比べ

６ヘクタール減少しているものの、生産量はお

おむね維持しております。

マンゴーは、本県のトップブランドして揺る

ぎない地位を確立してきたところであります

が、一方で、栽培開始から30年以上が経過して

きており、樹園地の若返り等の早急な対応が必

要と考えております。

このため、県といたしましては、老木園の改

植や、収量・品質向上効果が期待できる環境制

御などの新技術導入を支援しますとともに、今

後、需要拡大が期待されます通信販売への対応

など、ブランド力のさらなる強化に努め、引き

続き、関係機関・団体とも連携しながら、マン

ゴー産地の維持・発展に取り組んでまいりたい

と考えております。

○窪薗辰也議員 マンゴーの栽培には、幼木か

ら成木になるまで、同じように加温の必要があ

ることから、重油の高値は直接、農家経営を圧

迫しており、さらなる支援が必要だと思いま

す。

「太陽のタマゴ」と言われる高品質なマン

ゴー生産への技術の普及に向けて、引き続き御

指導くださいますよう、お願いを申し上げてお

きます。

先ほどのメロンにかわる作物として、ピーマ

ン、キュウリなどへの転換で、所得の向上が図

られている状況ではないかと考えています。施

設園芸振興を図るために、「産地パワーアップ

事業」等による県の支援が必要だと考えます

が、施設園芸の振興を図るための事業の活用状

況について、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（坊薗正恒君） 本県におきま

しては、耕種農業の産地競争力の強化に向けま

して、国の「産地パワーアップ事業」を活用い

たしまして、昨年度までの３年間で、事業費で

約74億円の取り組みを実施してきているところ

でございます。

中でも、主力であります施設園芸では、ＡＰ

改良型や低コスト耐候性のハウスについて109

件、約25ヘクタールを整備するとともに、収量

・品質向上に効果がある環境制御技術の導入も

進めているところであります。

これらの取り組みの成果としまして、例えば

キュウリでは、産地の販売額が２年間で４割近

く増加するなどの事例も出てきているところで

ございます。

○窪薗辰也議員 私の小林市でも、メロンにか

わる代替作物として、ピーマン、キュウリへの

転換がふえているところでございますが、いず

れも、収穫時に労力が偏在するなどの問題もあ

るようでございます。

施設園芸の経営安定を図るための指導、助言

などの支援に加え、事業の導入などで、施設の

改善による労力軽減に向けた取り組みの推進を

お願いいたします。

施設園芸を取り巻く環境は厳しいところもあ

りますが、そうであるからこそ、しっかり施設

園芸を振興させていく必要があると考えます。

そこで、施設園芸産地の維持・発展のため、

どのように振興していくのか、県の考えを農政

水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（坊薗正恒君） 施設園芸の振

興につきましては、宮崎県施設園芸戦略を基本

に技術革新と産地再編を進め、全国トップクラ

スの産地づくりに取り組んでいるところであり

ます。

具体的には、環境制御技術を備えた高度化ハ
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ウスの導入等により、収益性の向上を図るとと

もに、経営規模の拡大や、地域の生産拠点とな

るハウス団地の整備等による産地力の強化を推

進しているところであります。

また、地域ごとのトレーニングセンターを活

用した新規就農者の育成など、本県の施設園芸

が将来にわたって維持・発展できる仕組みづく

りについても、推進しているところでございま

す。

県といたしましては、引き続き、生産者や関

係機関・団体と連携しながら、意欲ある担い手

が夢と希望の持てる施設園芸の振興に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○窪薗辰也議員 本県農業の振興・拡大・推進

に向けては、生産者が安心して農業に打ち込め

るためのセーフティーネットの強化を初め、新

たな国際競争を勝ち抜く力強い攻めの生産体制

「産地パワーアップ事業」を活用した複合環境

制御技術の導入支援、「農畜水産物の輸出拡大

に向けた取組方針」に基づく攻めの輸出体制の

強化、就農相談や農業実践塾、「農業次世代人

材投資事業」等の活用で、産地を支える担い手

の確保・育成は、地域サポート体制の強化が求

められています。

ＴＰＰやＥＵとのＥＰＡ、農産物のさらなる

市場開放を求めてくるアメリカとのＦＴＡに対

する国内対策については、政府のＴＰＰ等関連

政策大綱は不十分であることから、見直しを政

府にしっかりと求めていくことが、農業県とし

て重要なことであります。自由化を踏まえた新

たな日本農業の将来をどう示すのか、閣内での

突破力が問われております。

本県農業がさらなる飛躍をし、安定した成長

産業として定着できますよう希望し、関係者、

関係機関のさらなる支援を求めます。農業問題

はこれで終わります。

次に、道路整備についてお伺いいたします。

国道268号は片側１車線しかないため、特に家

畜飼料や木材を満載したトレーラー車などは、

譲ることもできないまま、後続車がつながる場

面によく直面いたします。

国道268号の小林市から宮崎市に向かう車線に

新たにゆずり車線を設置できないか、県土整備

部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） ゆずり車線

につきましては、追い越しが困難な道路におき

まして、速度の遅い車が後続車に道を譲ること

で、道路の通行における安全性や快適性を確保

するため、必要に応じて設置しております。

現在、国道268号の小林市から宮崎市の区間に

つきましては、宮崎市に向かう車線において、

大型車両の速度が低下する上り坂に登坂車線を

１カ所、小林市に向かう車線においては、ゆず

り車線と登坂車線をそれぞれ１カ所ずつ整備し

ております。

県といたしましては、交通量や旅行速度、地

形などの状況を踏まえながら、ゆずり車線の整

備可能な箇所について調査を行うなど、必要な

検討を進めてまいります。

○窪薗辰也議員 国道268号については、物流を

初めとした産業・経済活動や、日常の通勤・通

学道路として、また、救急時の患者の搬送など

医療の道として、さらには、南海トラフ巨大地

震などの大規模災害時には、宮崎県市町村防災

総合協定に基づく緊急援助車両の支援物資輸送

といった命の道としての役割を担う、大変重要

な路線の一つであり、快適で使い勝手のよい、

安全な道路への改良を要望いたしたいと思いま

す。

次に、介護の現状についてお伺いいたしま
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す。

2018年５月に、厚生労働省は、今後の介護職

員の需要推計を発表いたしました。2025年度に

必要となる介護職員は全国で約245万人で、約34

万人が不足する見通しであり、宮崎県において

も約3,700人が不足し、十分な介護サービスの提

供が困難になると懸念されています。

この状況は、高齢化率の高い山間部に早い時

期から影響が見られるとされており、2025年に

は、いわゆる団塊の世代の全てが後期高齢者と

なるため、医療・介護のニーズが、今後、飛躍

的に増加し、ニーズの増加に合わせて、医療・

介護の支え手も増加しなければならないと言わ

れています。

そこで、特別養護老人ホームの待機の状況に

ついて、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 県内の特別養

護老人ホームの入所申込者、いわゆる待機者の

数につきましては、平成31年４月１日現在

で2,617人と、前年と比較して201人少なく、過

去10年で最も多かった平成26年の4,088人と比較

して、1,471人少なくなっております。

このうち要介護３以上は1,842人で、前年と比

較して69人少なく、過去10年で最も多かった平

成24年の2,529人と比較して、687人少なくなっ

ております。

○窪薗辰也議員 確かに、待機者の数は減少し

ておりますが、介護難民と言われる待機者がい

るということは変わりないわけでございますの

で、少しでも家族の負担が軽減できますよう取

り組んでいただきたいと思います。

そこで、介護支援専門員、いわゆるケアマネ

ジャーの県内の登録状況と、確保・養成にどの

ように取り組まれているのか、福祉保健部長に

お伺いいたします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 介護支援専門

員につきましては、保健、医療、福祉の実務経

験者で、研修の受講試験に合格した後、所定の

研修を修了した人が名簿登録されるものです。

本年７月末現在、県内で7,023人が登録されてお

ります。

平成30年度から、資質や専門性の向上を図る

ため、試験の受験対象者が介護福祉士や看護士

等の法定資格者などに限定されたことによりま

して、県内の新規登録者数は、平成29年度の253

人から、30年度は76人と減少しております。

次に、確保・養成につきましては、研修内容

に関しまして、より現場の声を反映した改善を

行うなど、その充実を図るとともに、経験豊富

な介護支援専門員を各施設等へ派遣し、具体的

な指導・助言を行っているところでございま

す。

○窪薗辰也議員 ケアマネジャーの資格試験が

法定資格者に限定されたことで、平成30年度は

極端に減っております。県内でも、今申されま

したとおり、29年度の253人から30年度は76人と

いうことで、小林市でも昨年は、たった１人だ

けであったと聞いております。

介護専門職員の不足する状況は、すぐ目の前

に来ています。このような状況では、介護施設

そのものの運営も困難となる状況にあると思わ

れます。さらなる支援を求めたいと思います。

介護に限らず、労働力不足と言われておりま

すが、他の産業に比べ介護職員の給与が低いこ

とが、人が集まらない要因の一つではないかと

考えています。

そこで、県として、介護人材確保のためにど

のような取り組みを行っているのか、福祉保健

部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 議員御指摘の
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とおり、介護人材確保策の一つとしまして、介

護職員の給与の改善は大変重要でございます。

このため県では、介護職員処遇改善加算制度の

活用を促進するために、その周知を行うととも

に、労務管理に精通した専門家を事業所に派遣

し、加算の取得に向けた個別の助言・指導を行

うことにより、介護職員の給与の底上げに取り

組んでおります。

また、介護人材確保の取り組みとしまして

は、介護職への新たな参入を促すため、介護福

祉士修学資金の貸し付けを初め、未経験者や離

職者への就業支援、福祉の仕事に関する就職面

接・相談会のほか、介護の魅力ややりがいを発

信する事業を行っております。

さらに本年度から、介護福祉士を目指す外国

人留学生への支援にも取り組んでいるところで

ございます。

○窪薗辰也議員 確かに介護職は３Ｋの一つと

言われており、職員がやめたり転職したりもあ

ると聞いております。介護職員の処遇改善、就

業支援などに、打つ手はまだあると思われます

ので、事業所の存続と施設の運営が円滑に進み

ますよう、助言・指導を含め、さらなる支援を

お願いいたします。

次に、若手医師を県内に残すための取り組み

についてお伺いいたします。

このことについては、右松議員も代表質問で

質問されておりますが、８月25日の新聞で、県

内病院で働くことを前提とした地域枠、地域特

別枠として宮崎大学医学部に入学し、今春まで

に医師となった105名のうち、４分の１の26名が

県外に流出していると掲載されておりました。

また、記事には、医師が県外で就職するの

は、県外で学びたいという理由が多いとありま

した。

そこで、若手医師を残すために、県としてど

のような取り組みを行っているのか、福祉保健

部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 本県の医師確

保を推進するためには、若手医師の県内定着が

大変重要と考えております。

このため今年度から、セミナー啓発事業と

キャリア支援事業を内容とした若手医師キャリ

アサポート事業を実施いたします。

このセミナー啓発事業につきましては、宮崎

大学医学部地域枠の医学生に対し、宮崎大学医

学部の教授や僻地医療機関等の医師によるセミ

ナー等を実施するものです。

また、キャリア支援事業は、キャリア形成プ

ログラムの適用を条件に、県外先進医療機関へ

の短期研修や海外留学等に要する旅費等を支援

するものでございまして、県外で勤務をしなく

ても、県内でキャリアを積みながら技術力を向

上させるものです。

この事業により、地域医療従事への意識向上

や、キャリア形成プログラムの適用促進が図ら

れるものと考えております。

○窪薗辰也議員 新聞記事によりますと、こと

しの春からは、入学者、保護者との確約書に加

えて、医学生が臨床研修先の病院を選ぶマッチ

ングシステムが本年度から変更され、地域枠、

地域特別枠学生は、県内の病院しか選べなくな

ることから、現役学生からは、縛りに戸惑いも

あるとありました。

先ほど答弁いただきました若手医師キャリア

サポート事業では、県外の先進医療の研修や海

外での留学支援を受けられることから、県外で

勤務しなくても学べる制度であります。慢性的

な医師不足を解消するためにも有効な事業です

ので、ぜひ医師確保に向けた取り組みをしてい
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ただきたいと思っているところでございます。

よろしくお願いします。

次に、国民スポーツ大会についてお伺いいた

します。

2026年の国民スポーツ大会の競技開催につき

ましては、陸上競技のトラック・フィールド競

技など屋外競技、剣道、柔道、相撲、バレー、

バスケット、卓球などの屋内の競技、また、団

体、個人など競技種目は多岐にわたっての開催

となりますが、その一つ一つの競技についての

選手の発掘・育成については、現在の中学生は

もちろん、小学生の高学年の発掘・育成が大変

重要であると思われます。

天皇杯の獲得を目指して、少年競技における

選手の発掘・育成にどのように取り組んでいか

れるのか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（日隈俊郎君） 天皇杯獲得を目指す

ためには、早い段階で子供たちの能力や適性を

見出し、トップアスリートとして育成していく

ことが大変重要であると考えております。

そのため、現在、競技団体や学校体育団体等

と連携しながら、ジュニア体験教室や合同練習

会等により、選手の発掘・育成に取り組んでい

るところであります。

そのような中で、県では、県内の体力・運動

能力にすぐれた小学生を選考し、全国や世界で

活躍できるアスリートを育成する「ワールドア

スリート発掘・育成プロジェクト」に取り組ん

でおりまして、自転車競技やゴルフ競技では、

全国優勝する選手を輩出するなどの成果も出て

きているところであります。

今後とも、競技団体等との連携を深めなが

ら、天皇杯獲得に向け活躍できる選手の発掘・

育成に積極的に取り組んでまいります。

○窪薗辰也議員 天皇杯獲得には、何といって

も競技力向上が最重要でありますが、選手の発

掘・育成には、選手を指導する指導者の養成の

レベルアップの取り組みのほか、栄養管理、メ

ンタルに対する指導力も求められるなど、さま

ざまな取り組みも必要となります。

また、企業、団体、関係機関のトップアドバ

イザーなどによる連携で、７年後を見据えた万

全の準備で、天皇杯獲得に向けて挙県一致の体

制で臨んでいただきたいと思います。

国民スポーツ大会の競技につきましては、各

市町村において分散されての開催となることか

ら、競技会を開催する会場地市町村において

は、競技施設や競技用具の整備等、開催準備に

万全を期す必要があると思います。

そこで、会場地市町村に対する支援について

県はどのように考えているのか、総合政策部長

にお伺いいたします。

○総合政策部長（渡邊浩司君） 国民スポーツ

大会の会場地につきましては、市町村及び競技

団体の意向を十分に踏まえるとともに、市町村

の施設の状況等も考慮しながら総合的に検討

し、選定を進めているところであります。

会場地となりました市町村では、競技施設や

競技用具について、基本的には現有のものを活

用することとなりますが、先催県の例によりま

すと、大会運営上支障がある場合などの施設改

修や、競技会の運営に要する経費につきまして

は、一定の補助が行われているところでありま

す。

今後、開催準備を着実に進めてまいりますた

め、先催県の例も参考にしながら、市町村に対

する支援につきまして検討してまいりたいと考

えております。

○窪薗辰也議員 現在、競技種目の６割の会場

が決定しているということですが、開催に当
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たっては、来年度、中央競技団体による会場の

点検、下見を初め、競技用の用具の点検が実施

されるとのことですが、建物の改修等が求めら

れることも予想されますので、関係市町村と十

分検討され、万全を期すための支援についても

御配慮くださいますよう、お願い申し上げま

す。

次に、特別支援学校についてお伺いいたしま

す。

このことにつきましては、地元の丸山議員か

ら要請もありましたので、質問させていただき

ます。

私も、小林こすもす支援学校に直接お伺いし

まして、その状況を見せてもらいました。

当学校の特徴としては、障がいのある子も健

常者の子も常に触れ合うことで、子供たちはみ

んな普通のこととして、一緒の感覚で学んでお

り、今までにないユニークな学校として、子供

たちも明るく元気に毎日を過ごしていると聞き

ました。

学校行事には、運動会、発表会など全て一緒

に参加しており、給食も週１回は同じ教室で食

べるなど、子供たちの豊かな心、優しさなどが

醸成されているのではないかと思いました。

来年度開校を予定している小林こすもす支援

学校の小学部の施設改善と児童数増加に伴いま

す教室不足への対応について、教育長にお伺い

いたします。

○教育長（日隈俊郎君） 小林こすもす支援学

校は、都城きりしま支援学校小林校を本校化し

まして、来年４月に開校する予定であります。

このうち小学部につきましては、小林市立東

方小学校の中に設置しておりますことから、小

林市教育委員会の御理解をいただき、段差解消

やスロープ等を設置するなど、施設・設備の改

善に取り組んでまいりました。

また、教室環境につきましても、児童数の増

加に応じて、施設改修などの対応を行ってきた

ところであります。

議員御指摘の必要な環境の整備につきまして

は、今後とも、小林市教育委員会と協議をしな

がら、教育のさらなる充実に向け検討を進めて

まいります。

○窪薗辰也議員 施設につきましては、既存の

建物を改修し、スロープなどは全て後づけで改

修されています。渡り廊下は車椅子の交差がで

きないこともあります。特に車椅子の児童には

重度の障がいがある子供もいます。車での送迎

には駐車場が狭く、雨の日や、車の交差ができ

ないなどの問題もあるなどで、改修の必要があ

ると思いました。

何とぞ、子供たちが安全で登下校できますよ

う、改善をお願いしたいと考えております。よ

ろしくお願いしたいと思います。

そこで、来年は国文祭・芸文祭が開催されま

すが、特別支援学校の芸文祭の参加に向けた取

り組みについて、総合政策部長にお伺いいたし

ます。

○総合政策部長（渡邊浩司君） 特別支援学校

の芸文祭への参加につきましては、今年７月に

県内の本校11校全てを訪問し、協力依頼を行っ

たところであります。

具体的には、障がいのある方が主役となりま

したステージ発表の場における学校紹介パネル

や作業学習作品の展示、飲食スペースでの生徒

による接客をお願いしたところでございます。

また、作品展や短歌展への出品、全国から絵を

集めまして、１枚の大型作品を制作する企画に

御参加いただく予定であります。

国文祭・芸文祭における基本方針の一つに、
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「すべての県民が参画し、若い世代が輝く」と

いう方針を掲げておりますとおり、若い世代の

方々に国文祭・芸文祭に御参加いただきますこ

とは大変重要でありますので、できるだけ多く

の生徒の皆さんに御参加いただけますよう、今

後とも積極的に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○窪薗辰也議員 できるだけ多くの参加者が参

加できまして、盛り上がりができるといいなと

思っておりますので、よろしくお願いしたいと

思っております。

次に、キャリア教育についてお伺いいたしま

す。

本県では、キャリア教育に10数年前から取り

組んでおられ、県キャリア教育支援センターを

設置し、４年目を迎えるとのことですが、これ

までの成果と課題について、教育長にお伺いい

たします。

○教育長（日隈俊郎君） 県キャリア教育支援

センターにつきましては、地域や企業等と連携

した実践的なキャリア教育の充実を図るための

拠点として、平成28年度に設置いたしまして、

各地域のキャリア教育支援センターの立ち上げ

支援や、研修会の実施、広報活動などに取り組

んでまいりました。

その結果、先行実施している日向市を初め、

延岡市、小林市、高鍋町にもキャリア教育支援

センターが設置され、学校と地域、企業等が連

携した実践的・体験的教育活動が推進されるな

ど、一定の成果が出ているところであります。

今後は、全市町村における体制づくりの支援

とネットワーク化を図り、児童生徒が地元産業

や地域の魅力を知る機会を含めたキャリア教育

の取り組みを、全県的に進めてまいりたいと考

えております。

○窪薗辰也議員 キャリア教育は、子供たち一

人一人の社会的、職業的自立に向け必要な基盤

となる資質や能力を育てる教育であり、これか

らの社会を担う子供たちには必要不可欠な教育

であります。

そこで、小・中・高での一貫した教育を行う

体制、縦のつながりと、学校と地域、企業と連

携した横のつながりの体制を構築することで、

社会の激しい変化に流されることなく、将来直

面するであろうさまざまな課題に柔軟かつたく

ましく対応し、社会人、職業人として自立して

いくためのキャリア教育の推進が強く求められ

ております。

ただいま答弁のあったとおり、私の小林市で

も、平成29年度から小林市キャリア教育支援セ

ンターを設置し、学校と地域社会にある教育資

源をつなぐための支援を推進して、小中学校、

企業と連携し、キャリアプランニングの提供を

実施しているところであります。

６月議会の補正予算で事業化されました、

「キャリア教育によるみやざきの次世代を担う

人財育成事業」の狙いとその取り組みについ

て、教育長にお伺いいたします。

○教育長（日隈俊郎君） 本事業は、宮崎の将

来を支える若者を育てるためのキャリア教育を

展開するために、宮崎県キャリア教育支援セン

ターの機能を強化し、市町村におけるキャリア

教育の推進体制づくりを支援するとともに、中

学校段階からの職業観、勤労観の醸成を図るも

のであります。

具体的には、まず、県のキャリア教育支援セ

ンターのコーディネーターを２名から５名に増

員し、市町村への支援を充実させます。また、

生徒たちが、社会人や大学生との対話などを通

して社会の一員であることを自覚し、自分自身
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の将来を考えるきっかけとなる活動の実施や、

県内企業の魅力を知るイベント等の開催を行う

こととしております。

このような取り組みを通して、郷土に対する

愛着や誇りを早期の段階から育み、地域の担い

手となる若者の県内定着を促進してまいりたい

と考えております。

○窪薗辰也議員 今春、本県の高校生の県内就

職数については、前年度よりわずかではござい

ますが、102人の増加となっており、男女別に見

ますと、男子が1,812人で、前年度より11人減

少、就職率は35.2％であります。女子では1,137

人で、前年度より134人の増加で、就職率は22.8

％となっており、2.5ポイントの上昇で、女子の

ポイントが上がっていることは、本県の将来に

とって喜びの一つであります。

県内に就職し、または進学し、若者が県内に

定着できる仕組みづくりに、なお一層の取り組

みをお願い申し上げまして、私の質問を終わり

ます。

以上をもちまして、私の一般質問の全てを終

わります。ありがとうございました。（拍手）

○山下博三副議長 次は、河野哲也議員。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） 公明党の河

野哲也でございます。

まず、知事の政治姿勢ということで、県政運

営を評価する政策評価が提示されました。６月

に未来みやざき創造プランのアクションプラン

が新たに策定されましたが、全プランの本年度

の政策評価の内部評価では、５つの重点項目に

Ｃ評価がありました。１．「若者にとって魅力

ある就学・就業環境の整備」、２．「子どもた

ちの「生きる力」の向上等による将来世代の育

成促進」、３．「スポーツに触れる機会の充

実」、４．「ライフステージに合わせた心身の

健康づくり」、５．「低炭素社会の実現に向け

た自然と共生するくらしづくり」についてでご

ざいます。いずれも知事が力を入れている重点

的なことであります。知事の評価に対する御見

解をお聞きしたいです。

しつこくＳＤＧｓについて、知事にお伺いし

ます。

我が会派の新見前議員からの３度にわたる質

問、先日の重松議員の代表質問で御案内のとお

り、ＳＤＧｓとは、国連加盟国193カ国が2016年

から2030年の15年間に達成するための目標でご

ざいます。「誰一人取り残さない」という考え

のもと、世界の課題を網羅的に取り上げていま

す。

国は、企業、団体等によるＳＤＧｓ達成に向

けた活動が加速度的に拡大していく中、これら

の潮流を力強く後押ししようとしております。

例えば、外務省はジャパンＳＤＧｓアワード

という表彰制度をつくりました。今年度は第３

回目で、公募を９月30日までとしています。ま

だ自治体では県レベルの受賞はありません。

内閣府は、地方創生の観点から、ＳＤＧｓ未

来都市及び自治体ＳＤＧｓモデル事業の選定を

行っています。今年度は、ＳＤＧｓ未来都市31

都市、県レベルでは３県、自治体ＳＤＧｓモデ

ル事業10事業が選定されました。

本県に目を向けると、やっとＳＤＧｓ関係を

プランの最後に添付している程度で、申しわけ

ありませんが、取ってつけた感が強いと思いま

す。

知事はＳＤＧｓをどう捉えて県政に臨むの

か、お考えをお聞きします。

以上で壇上からの質問は終わり、以下は質問

者席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま
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す。まず、政策評価についてであります。

政策評価は、県において、28の重点項目ごと

に、アクションプランの目標値の達成状況につ

いて、まず内部評価を行った上で、総合計画審

議会に諮問し、８つのプログラムごとに総合的

な観点から外部評価をいただいております。

内部評価と外部評価の二本立てになっている

わけでありまして、外部評価につきましては、

８つのプログラムのうち、Ａ評価が２、Ｂ評価

が６項目でありましたが、内部評価につきまし

ては、重点項目28のうちＣ評価が５項目となっ

たところであります。

Ｃ評価の項目につきましては、例えば、県内

大学・短大等卒業者の県内就職割合のように、

実績が目標値に届かない指標があるなど、達成

が十分でなかったものでありまして、私としま

しては、こうした結果を真摯に受けとめて、今

後の県政運営、取り組みに生かしてまいりたい

と考えております。

次に、ＳＤＧｓについてであります。

ＳＤＧｓは、2030年に向けて国連が目指す社

会づくりの普遍的な目標でありまして、各国が

自主的に自国の政策等をその方向性に整合させ

るべきものとされております。

今般改定した県総合計画の目指すところは、

人口減少下にあっても、経済、環境、社会が調

和した持続可能な宮崎づくりでありまして、ま

さにＳＤＧｓが示す理念と軌を一にするものと

考えております。

このようなことから、施策展開に当たり踏ま

えるべき理念としまして、新たにＳＤＧｓを計

画の中に位置づけるとともに、アクションプラ

ンにおける具体的施策との関係についても整理

をしたところであります。

今後は、この総合計画の内容を具体化してい

くことが、ＳＤＧｓを実現していくことにつな

がるという考え方のもと、計画を着実に推進し

ますとともに、こうしたＳＤＧｓの理念を、市

町村や民間企業、さらには多くの県民の皆様と

共有してまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○河野哲也議員 政策評価につきましては、結

果を真摯に受けとめるとの答弁でした。知事

は、高いところに達成目標を置かれていますの

で、どうか不断の努力で達成をお願いいたしま

す。

ＳＤＧｓです。新たに計画に位置づける、ア

クションプランの具体的施策との関係を整理す

る、具現化によってＳＤＧｓを実現するとの答

弁でした。

市町村との共有と答弁されましたが、唯一、

串間市さんが、今年度、国にＳＤＧｓ未来都市

として提案をされていました。御存じでしょう

か。

ぜひ、地方創生に挑戦的な串間市さんとの連

携を密にしていただきたいと思います。

南海トラフ巨大地震等災害対策について、県

土整備部長にお伺いいたします。

政策評価では、危機管理強化プログラムでの

関連重点項目はＡ評価となっています。しか

し、社会資本の維持管理という観点からも、近

年の災害に対する被害は尋常ではありません。

千葉の方々の御苦労に、衷心よりお見舞い申

し上げたいと思います。

ちょっと新聞記事を読ませていただきます。

「土砂災害の年間発生件数は、08年～17年の10

年間の平均が1,106件。一方で、年間の死者・行

方不明者数は数人から数十人で推移しているこ

ともあり、一つ一つの災害がそれほど注目され

ない面もあった。ところが、昨年は地震や台風
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が相次いだこともあり、土砂災害の発生件数が

大幅に増加。1982年の集計開始以来、過去最多

となる3,459件に上った。死者・行方不明者

も161人に上っており、災害の激甚化に伴う土砂

災害への備えが防災対策の重要な柱となってい

る。」とありました。

先月の台風被害においても、県北、特に北

浦、北川の土砂災害も複数カ所に及び、もっと

拡大すれば大きな被害になっていました。

県土整備部における県北地区の「防災・減

災、国土強靱化３か年緊急対策」の取り組みに

ついてお伺いいたします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 県北地区に

おける３か年緊急対策につきましては、重要イ

ンフラの点検結果を踏まえ、浸水対策や耐震対

策、土砂災害対策などに取り組んでいるところ

です。

具体的には、北川や耳川などにおいて、河川

内の樹木伐採や河道掘削、堤防補強を進めてお

り、緊急輸送道路となる国道218号の干支大橋な

どの耐震補強や、県道岩戸延岡線などの道路の

り面の防災対策を実施するほか、砂防ダムや急

傾斜地崩壊防止施設などを整備しております。

県としましては、早期に効果が発揮できるよ

う、円滑な事業の執行に努め、引き続き、県土

の強靱化に向けた防災・減災対策にしっかりと

取り組んでまいります。

○河野哲也議員 切れ目なく災害対策等をやっ

ていただいているようでございますが、災害の

規模で大きく被害を受ける状況があります。ど

うか、今後とも継続した対策をよろしくお願い

いたしたいと思います。

宮崎市は、極めて無防備な宮崎海岸に沿って

市街地があり、今、最も懸念されている南海ト

ラフ巨大地震が発生して、東九州方面に津波が

押し寄せれば、たちまち海水浸水を受けてしま

います。

昨年11月の防災・減災対策特別委員会で、青

島の鬼の洗濯板を用いて、緩やかに沖に向かっ

て傾斜する波状海岸の水深数メートルのところ

に垂直の透水壁を設置すれば、水中防潮堤がで

き上るという提案がありました。つまり、津波

の際、海面が急激に沖へ退いた後、再び押し寄

せる性質があるので、その波の衝撃をとめるこ

とができたら、津波の害を軽減できると考えた

ものでございます。議論が必要な海中防潮堤の

提案でございます。

そこで、県土整備部の公共工事において、新

しい工法を選定する際の考え方についてお伺い

いたします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 公共工事に

おきまして、民間事業者等で開発されたすぐれ

た新工法を活用することは、コスト縮減や環境

保全等の面から大変重要であると認識しており

ます。

新工法につきましては、建設技術審査証明の

取得など、国の技術基準を満足し、実用化され

ていることが必要であり、それを確認した上

で、県が運用します「宮崎県新技術活用促進シ

ステム」において、工法の特徴や活用の効果、

施工実績等の情報提供を積極的に行っていると

ころであります。

県としましては、今後とも、地形や地質など

の現地の状況を踏まえ、地産地消に配慮すると

ともに、経済性や施工性、維持管理など総合的

な観点から、新工法を含め、最も適した工法を

選定してまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 津波対策は時間との戦いでご

ざいますので、県が運用する新技術活用促進シ

ステム等を使って、津波対策に一歩でも近づく

令和元年９月17日(火)

- 157 -



工法を研究していただきたいと思っておりま

す。よろしくお願いします。

私、ちょっと要望を受けたので、その要望書

を読ませていただきます。

「 五ヶ瀬川・大瀬川分派事業について

平成17年９月の台風14号洪水では五ヶ瀬川沿

いの西階地区、小峰地区、岡富地区、大貫地

区、北小路地区に堤防越水、内水等により甚大

な被害が発生しました。

この対応として「五ヶ瀬川激甚災害対策特別

緊急事業」で平成23年３月までに、大規模な河

川改修がなされました。しかし、今後の計画で

五ヶ瀬川と大瀬川の分派見直しがあり、五ヶ瀬

川への流量を増やすことについて知りました。

この計画は、先に記しました台風の甚大な被害

が五ヶ瀬川沿いに集中したことを勘案します

と、極めて不合理なものであり、計画の即時中

止を要望します。」という要望をいただいたん

です。

私は一方の要望だけ聞いてもいけないと思っ

て、国の河川事務所に行って、事業の内容を聞

かせていただきました。事業の内容を聞くと、

それも住民を守るために必要な工事だなと思い

ましたので、再度、地元の方と話し合いをしよ

うと思って足を運びました。

しかし、地元の方の考え方は、当事者であり

ますので、やっぱり自分たちが被害に遭った経

験もありますし、どうなるんだということも具

体的にわかられるんです。もう一度、話し合い

をということで、県が管理する支流の件を、こ

の協議の中にもっと考えて入れなきゃいけない

んじゃないのかという地元の方の御意見があり

ました。

そこで、国の施策で、五ヶ瀬川における適正

分派対策について、地元では協議をという声が

あります。支流である行縢川の管理者として、

県は国とどのように調整しているのか、お伺い

したいと思います。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 五ヶ瀬川と

大瀬川の分派対策につきましては、平成20年２

月に策定されました五ヶ瀬川水系河川整備計画

に基づき、国土交通省延岡河川国道事務所にお

いて、事業が実施されております。

分派対策につきましては、支川行縢川等も考

慮した計画となっており、また、分派により水

位が上昇することがないよう、川幅を広げた

り、河道を掘削する予定となっております。

支川管理者である県としましては、今後も、

延岡河川国道事務所と連携を図りながら、地元

関係者の皆様へ丁寧な説明を行い、事業への理

解が得られるよう努めてまいりたいと考えてお

ります。

○河野哲也議員 今の答弁の中で、支流行縢川

も考慮した計画となっていると。これが、地元

の方々に伝わっていないんです。ここが理解さ

れていないと思います。支流のこの動きという

のを知ってらっしゃるのは地元の方ですから、

そこの協議を丁寧に説明しながら理解してもら

うか、また、その工事を考えるか、協議・検討

をお願いしたいと思います。

医療・福祉行政について、福祉保健部長にお

伺いします。

４年前の平成27年11月議会において、ピロリ

菌除去で胃がん撲滅をとの質問を行いました。

ピロリ菌は慢性胃炎を引き起こす。ほっておく

と胃がんが発生することが明らかになっていま

す。

平成25年、ピロリ菌除菌の保険適用の範囲が

慢性胃炎まで拡大した。その結果、除菌治療を

受けた人が年間150万人に急増し、平成30年末ま
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でに約900万人に上ったと推測されます。

すると、40年間にわたって毎年５万人前後

だった胃がん死亡数は、平成25年から減少に転

じ、平成29年には４万5,226人までに減りまし

た。

本県における胃がんの現状はどうなっている

のか、お伺いいたします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 人口動態統計

によりますと、平成29年に本県においてがんで

死亡した3,558人のうち、約10％の372人が胃が

んで亡くなられており、全てのがんの中で３番

目に多い数となっております。

また、胃がんにおける、高齢化の影響を除去

した75歳未満年齢調整死亡率につきましては、

本県は7.8で、全国の8.2を下回っており、平

成20年の10.0から年々低下しております。

なお、国立がん研究センターによりますと、

平成27年に、本県において新たにがんと診断さ

れた人のうち胃がんの割合は、男性では16.7％

で第１位、女性では10.2％で第３位となってお

ります。

○河野哲也議員 宮崎市は、胃がんリスク（Ａ

ＢＣ）検査を推進して６年目になります。平

成29年度より内視鏡検査を導入して、リスク検

査受診率2.2％、内視鏡検診の受診者は1.6％

で、810名の精密検査受診で、19名のがんの疑

い、がん８名との結果を導き出しました。

内視鏡検診では、エックス線検査に比べがん

発見率が高い点など、受診者にとって利益があ

りますが、内視鏡検診が普及する上で、医師不

足地域における内視鏡医やダブルチェック医の

確保・育成などが大きな問題になっておりま

す。

その解決法の一つとして、ＡＢＣ法における

対象者の絞り込みは有用な方法となり得ます

が、いまだに死亡率減少効果のエビデンスがな

いと言われてます。ＡＢＣ法と胃内視鏡検査を

組み合わせて検診を行う宮崎市は、非常に挑戦

的であると思います。

国立がん研究センターは、乳がん検診が推奨

されるのは40歳以上の症状のない女性と言われ

ていますけど、今月12日に40歳の女性国会議員

が乳がんで亡くなられました。国立がんセン

ターが科学的な考え方で、がん検診は40歳以上

の症状のない方でいいよと、それを推奨します

よと言っていながら、実は40代の方も亡くなっ

ている。そういうことから、有効性や検診、治

療を受けられる環境が、宮崎にも欲しいところ

でございます。

本県の胃がん検診と乳がん検診の受診の推移

についてお伺いいたします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 国民生活基礎

調査によりますと、40歳から69歳の方の胃がん

検診の受診率は、平成22年が30.8％、平成25年

は39.1％、平成28年は39.5％となっておりま

す。

乳がん検診につきましては、平成22年が39.5

％、平成25年が45.3％、平成28年が44.7％と

なっております。

○河野哲也議員 重要な検診であるんですけれ

ども、乳がん検診は28年は減少しているんで

す。胃がんに関しましても、29年ごろからピロ

リ菌除菌治療を受ける患者が徐々に減り始めた

と言われています。がん予防について関心の高

い方々の除菌治療がほとんど終了したからだと

考えられています。それでもなお、県内には多

くのピロリ菌感染者がいらっしゃいます。こう

した層に対してどうアプローチしていくかがこ

れからの課題だと考えます。

本県の胃がん撲滅に向けての取り組みについ
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てお伺いいたします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 胃がんを含む

全てのがんにより死亡する方を減らすために

は、喫煙や感染などのリスクを減らして、がん

の罹患を防ぐ１次予防に加えまして、がんに

なった場合でも、早期発見、治療につなげる２

次予防を図ることが大切です。

まず、１次予防につきましては、生活習慣の

改善が重要でございますので、議員御指摘のピ

ロリ菌検査の有効性も踏まえつつ、喫煙・受動

喫煙防止に関する健康教育や野菜を積極的に食

べる活動（ベジ活）、毎日の食塩を減らす（へ

らしお）等について、関係機関と連携し、普及

啓発を行っております。

次に、２次予防としましては、がん検診の受

診率や、要精密検査とされた方の検査受診率を

上げるため、関係機関と連携しながら、がん検

診の重要性に係る普及啓発を図っております。

なお、がん検診の十分な成果を得るために

は、科学的根拠に基づいた検診を正しい手法で

実施することが重要でございますので、市町村

が実施する検診の精度管理の向上を図るため、

専門機関の活用を図りながら、助言・指導を

行っているところです。

県としましては、今後とも、がん対策に携わ

る関係者との連携・協力を図りながら、胃がん

を含め、全てのがんの罹患率と死亡率の低減に

取り組んでまいります。

○河野哲也議員 丁寧な対策ありがとうござい

ます。

できましたら、第１次予防で、ピロリ菌除菌

を中心としてという答弁でありますと、ありが

たいと思います。

例えば、人間ドックの任意で申し込む検診

で、ピロリ菌検査を必須にするとか。佐賀県

は、中学校３年生で実施するという先進的な取

り組みをしています。県として、より積極的に

幅広い世代へ、ピロリ菌感染胃炎があるかどう

かを調べるために専門医療機関を受診するよう

支援していくなどあると思います。よろしくお

願いします。

次に行きます。自殺対策についてでございま

す。

ＮＰＯ自殺対策支援センター「ライフリン

ク」の行った、平成19年から平成25年までの自

殺の実態調査では、実際に亡くなった523人につ

いて、お一人お一人がどういう人柄だったの

か、どういう暮らしをしていたのか、何をきっ

かけにして自殺に追い込まれていったのかを調

べられた報告がございました。

自殺に至るまでの危機経路を見てわかること

は、自殺の要因は、私たちの日常にあふれてい

るということでございました。

本県での近年の自殺の現状についてお伺いい

たします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 厚生労働省が

６月に公表した「人口動態統計」の概数値によ

りますと、平成30年の本県の自殺者数は204名で

ございまして、人口10万人当たりの自殺者数を

示す自殺死亡率は19.0となっております。これ

は、ピークである平成19年の自殺者数394名から

約48％減少している状況です。

一方で、平成29年と比較しますと、自殺者数

が５名、自殺死亡率が0.6増加しております。

また、平成30年の自殺死亡率の都道府県別順

位では、全国でワースト７位となっておりまし

て、本県の自殺の現状は依然として厳しい状況

にございます。

○河野哲也議員 児童生徒なら、いじめや親子

関係、大人なら失業、連帯保証債務とか、職場
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の配置転換とか育児の悩み、介護疲れが原因と

なっています。それらの問題が悪化する中で、

また別の問題を抱え込んで連鎖していく。最終

的に追い込まれ、自殺で亡くなる。平均する

と、亡くなった方は問題を４つ抱えていること

もわかったとのことでございます。

社会の中で生きる道が閉ざされてしまった人

が亡くなっているのだから、自殺対策基本法に

あるように、自殺は個人の問題ではなく、社会

の問題だと考えるべきでございます。

若年層の自殺についてどのように対処してい

るか、お伺いいたします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 若年層の自殺

予防への取り組みにつきましては、中高生など

を対象とした出前講座による啓発や、思春期の

子供たちがＥメールで気軽に相談することがで

きる「宮崎こころの保健室」を運営しておりま

す。

また、各種相談機関の電話番号などにつなが

るワンストップポータルサイト「ひなたのお

せっかい」を開設するとともに、「死にたい」

などの検索ワードに反応してバナーが表示され

る検索連動型広告も設定しまして、悩みを抱え

る子供や若者などが相談機関につながりやすい

環境を整備しているところでございます。

さらには、教育委員会や市町村と連携しなが

ら、若い世代が抱えるさまざまな困難、ストレ

スへの対処法を身につけるため、児童生徒に対

して、「ＳＯＳの出し方に関する教育」を、昨

年度から新たに推進しているところでございま

す。

○河野哲也議員 ありがとうございます。これ

だけ丁寧に、相談の場を設定していただいてい

ます。受け取る側がいろいろ問題になってくる

と思います。先ほど出ましたライフリンクを中

心に、ＳＮＳ相談で、ＬＩＮＥ「生きづらびっ

と」や、ＮＰＯのチャイルドライン支援セン

ターのチャイルドライン等ＳＮＳ相談窓口が、

若者のコミュニケーションツールとして体制を

昨年からスタートさせているということで、Ｓ

ＮＳは、電話とかよりも自分をさらけ出さなく

ていいということもあるので、非常に若者も利

用しやすい状況があるのではないかということ

で、この相談窓口もぜひ紹介していただきたい

と思います。

次に行きます。第５期宮崎県障がい福祉計画

が遂行される中で、新たな施設をとの声があり

ます。異なる障がいを持つ方々のニーズに応え

なければいけない状況の中で、利用者さんたち

の今後の生活の安心・安全の確保や生活環境の

改善のために、グループホームの建設が必要な

状況でございます。

障がい者の地域移行を進めるためにも、グ

ループホームの整備が重要であると考えます

が、県としてどのように支援していくのでしょ

うか、よろしくお願いします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 障害者総合支

援法で規定されております「共同生活援助」、

いわゆるグループホームにつきましては、障が

いのある方が、世話人や生活支援員による支援

を受けながら、地域のアパートや一戸建て等で

共同生活する居住の場でございます。

グループホームは、障がいのある方の地域移

行を推進するため、安心できる住まいとして大

きな役割を担っております。このため、国と県

におきまして、その新築、改築に係る経費に対

する補助制度を設けまして、県内では計画的

に、この10年間で27件の補助を行っておりま

す。本制度を活用いただきながら、今後も、障

がいのある方が住みなれた地域で安心して生活
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できる基盤の整備に努めてまいります。

○河野哲也議員 財政的に脆弱な施設の事業所

さんがあります。そういう支援を大事にして

いっていただきたいなと思います。

もう一つ、児童発達支援事業所の開設の声が

あります。児童発達支援について、現場の課題

として、１．保育士が気になる子と感じていて

も、保護者にどのように伝えてよいかわからず

悩んでいる、２．保護者自身が我が子の発達を

不安に感じているが、相談できる人がいない、

３．受給者証の交付、療育支援事業所に入所す

るまでの手続がわからない、４．療育支援事業

者が少なく、入れないまま空き待ちの状態であ

るという課題があります。

そこでまずは、私、この相談を受けて、専門

家の話を聞きに行きました。実はこれ、県の事

業じゃなくて、ＮＰＯの事業に行ってきたんで

す。「自己決定を支える合理的な配慮としての

コミュニケーション支援」という、発達障がい

のある子供へのコミュニケーション支援を聞い

てきました。

発達障がい者を適切に支援するためには、支

援者に専門的な知識や技術が必要であると考え

ます。この子に尽くしてあげようという気持ち

だけでは、なかなかコミュニケーションがとれ

ません。

そこで、県として、その人材育成にどのよう

に取り組んでいるかをお伺いいたします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 発達障がい者

につきましては、乳幼児期や学齢期、成人期の

各ライフステージに応じまして、障がい特性を

踏まえた支援を行うことが大変重要でございま

す。

そのためには、議員御指摘のとおり、支援に

当たる方々の専門的な知識や技術の向上が必要

でございまして、県の発達障害者支援センター

では、心理職を対象にしたスキルアップ研修の

ほか、児童発達支援事業所の指導員等への自閉

症セミナーなどに毎年取り組んでおります。昨

年度は、これらの研修を延べ30回開催し、参加

者も延べ700名に及んでおります。

また、県教育委員会では、小中学校等の教員

を対象に、発達障がいのある子供の理解と指導

のあり方に関する研修などに取り組んでおりま

す。

今後とも、発達障がい者の支援に当たる方々

の専門的な知識や技術の向上を目指し、各種研

修を通して人材育成を図ってまいりたいと考え

ております。

○河野哲也議員 これは、継続が大事だと思い

ます。１回受けたから私は指導できるとか、そ

ういうことではないと思いますので、どうか、

その研修のシステムをよろしくお願いします。

これは要望です。「保育園の給付費は、当月

初めに申請し、その月の20日前後に満額入金さ

れます。それに比べ、児童発達支援給付費につ

いては、２カ月おくれの実績での入金になって

しまう。施設運営がこのままでは成り立たな

い」というお声を聞きました。

「障がいを持つ子供のための支援施設なの

に、法のもとでの制度ですが、矛盾を感じま

す。国にどうか要望を」という声がありまし

た。よろしくお願いいたします。

次の質問に入ります。観光推進、インバウン

ドについてでございます。

訪日外国人の増加が続き、国内各地の経済を

押し上げています。日本政府観光局は、ことし

上半期（１月から６月）、訪日外国人旅行者が

推計で1,663万3,600人と、過去最高を更新した

と発表いたしました。
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また、観光庁によると、旅行消費額も１

兆2,810億円で過去最高、これは今年の４月から

６月分でございます。地方部でも消費額が最も

拡大しており、平成30年には初めて１兆円を突

破し、１兆362億円に達したと報告がありまし

た。

そこで、先ほども質問がありましたが、再度

の質問になりますけど、本県における平成30年

の訪日外国人の延べ宿泊者数と、国、地域ごと

の内訳を、商工観光労働部長にお伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 国の宿泊

旅行統計調査の確定値によりますと、本県にお

ける訪日外国人延べ宿泊者数は、平成30年は32

万7,000人であり、前年から約３万人、10.1％増

加しております。

国、地域ごとの内訳といたしましては、韓国

が13万6,000人、台湾が６万6,000人、香港が６

万4,000人、中国が１万4,000人でありまして、

この４つの国、地域が約86％を占めておりま

す。

○河野哲也議員 韓国からの旅行者、13万人を

超える方がいらっしゃっていますが、何とか情

勢が改善されて、伸びるようにしていただきた

いと思います。

民間の旅行会社のデータですが、平成29年で

は、秋の旅行ということで、時期を限定するも

のではありましたが、宮崎県への外国人旅行者

は、前年度10位圏外だったのが、前年度同期よ

りも伸び率２位でございました。地方を訪れる

訪日客の増加は、体験型観光など、事消費への

関心の高まりが背景にあると言われています。

実際、外国人の呼び込みに成功している観光

地では、各地の特色を生かした体験型観光が盛

況でございます。本県も、高千穂での２つのパ

ワースポットめぐり、また、ボート等で真名井

の滝まで自分たちで移動する体験に人気がござ

います。

ですが、地元から、「高速道路建設はうれし

いけれども、観光客は高千穂に泊まらなくなる

んだよね」、こんな声が聞こえてきます。イン

バウンド観光客は、ほとんど熊本からの日帰り

ツアーであります。

そこで、高千穂、延岡の連携、県北の連携の

インバウンド対策を進めたいと考えますが、延

岡への外国人観光客誘致に向けた取り組みにつ

いて、商工観光労働部長、よろしくお願いしま

す。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 延岡市

は、ユネスコエコパークに代表される祖母・傾

・大崩の山々、五ヶ瀬川や北川などの清流、風

光明媚な日豊海岸などの美しい自然や、そこで

育まれるすばらしい食材などに恵まれた地域で

あります。

このような観光資源を生かして、県では、延

岡市を初めとする県北地域の市町村や観光協会

と連携して、体験型メニューの開発に取り組む

とともに、韓国、香港、台湾でのセールスプロ

モーションや、海外メディアの招請等による情

報発信などに取り組んでおります。

今後とも、延岡市や関係市町村と連携しなが

ら、新たな体験型メニューの開発や、それらを

組み合わせた旅行商品の造成を図るとともに、

海外への情報発信等に積極的に取り組み、さら

なる誘客につなげてまいります。

○河野哲也議員 さまざまな策を打っていただ

いて、ありがとうございます。

ただ、延岡に来られた海外の方のお声を聞き

ますと、延岡での多言語対応のインフォメー

ションの充実を望まれていました。施設等のス
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タッフとコミュニケーションがとれないことが

ストレスになっているということで。それと、

移動手段が脆弱なんだと。県北はなかなか弱い

ということで、それが課題でございます。

インバウンドの方々が移動しやすい環境整備

を進めていく必要があると思いますが、本県の

具体的な取り組み状況について、総合政策部

長、お願いします。

○総合政策部長（渡邊浩司君） 来年のオリン

ピック・パラリンピック東京大会等を機に、イ

ンバウンドの一層の増加が見込まれております

が、このような中で、観光・交通情報の多言語

化など、利用しやすい移動手段の環境整備を

図ってまいりますことは、喫緊の課題であると

認識しております。

このため本県では、今年度の事業で、イン

ターネット上の経路検索サービスに県内路線バ

スの運行情報を多言語で表示する取り組みにつ

いて、交通事業者に対する支援を行っていると

ころでありまして、来月中には検索サービスの

利用が可能になる見込みであります。

また、現在、土日祝日のみの運行となってお

ります宮崎―高千穂間の直行バスを毎日運行す

る実証実験や、実験で使用するバス車両へのＷ

ｉ－Ｆｉ設置、案内表示の多言語化などに対す

る支援につきましても実施することとしており

ます。

県といたしましては、今後とも、交通事業者

や関係自治体等と連携を図りながら、インバウ

ンドの受け入れ環境の整備に、積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 佐賀が先行している事業です

けれども、答弁の中に入っていました、来月か

らインターネット上の経路検索のサービスが行

われるということで、これは非常にありがたい

ことでございまして、海外の方が情報を得るも

のはスマートフォン等ですから、よろしくお願

いいたします。

最後に、教育行政でございます。

来年度から必修が２つあります。プログラミ

ング教育と英語教育ということで、小学校で必

修化されるプログラミング教育の導入に向け

て、本県はどのように取り組んでいるかお伺い

いたします。

○教育長（日隈俊郎君） 小学校におけるプロ

グラミング教育につきましては、今回の学習指

導要領改訂において新たに導入されるものであ

りまして、その狙いは、プログラミング言語を

覚えることではなく、目的達成のために、筋道

を立て計画的に実行するといったプログラミン

グ的思考を育むことであります。

県教育委員会では昨年度から、全ての小学校

を対象に、指導の具体例を示しながら演習を行

うなど、実践的な教員研修を実施しておりま

す。

また、プログラミング教育について、県とし

ての考えをまとめましたリーフレットを各市町

村教育委員会に配付いたしまして、周知を図っ

ているところであります。

今後とも、各市町村教育委員会に対して情報

の提供を行うとともに、教員に対する研修の充

実を図るなど、積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。

○河野哲也議員 小学校の英語教育の充実に向

けて、人材確保、人材育成を進めるべきだと思

いますが、どのように進めているのかお伺いい

たします。

○教育長（日隈俊郎君） まず、人材確保につ

きましては、平成27年度から、小学校の英語教

育の充実のために、小学校の免許に加えて、中
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学校または高校の英語免許を有するものを、小

学校英語枠として採用しておりまして、その採

用数は５年間で22名になります。

また、平成28年度から、宮崎大学等と連携し

まして、現職の小学校教員に中学校の英語免許

を取得させる認定講習を行うなど、高い専門性

を持った教員の確保にも努めております。

次に、人材育成についてでありますが、平

成26年度から行ってまいりました、外国語活動

の指導に関する研修に加えまして、昨年度から

は、教科化に備えた具体的な指導のための研修

を実施するなど、学級担任の英語指導力の向上

に力を入れているところであります。

県教育委員会といたしましては、今後とも、

英語教育のさらなる充実に向け、教員の人材確

保と人材育成にしっかり取り組んでまいりたい

と考えております。

○河野哲也議員 採用も５年で22名ということ

で、実は小学校はその10倍というか、239校ある

わけです。専門的に教えられるのが22名、あと

学級担任が今学んでいますけど、相当、研修を

重ねないと、指導法というか、指導力までつな

がらないと思うんですが、間に合うかなという

気が非常にします。よろしくお願いします。

先ほど自殺対策についてもお尋ねしました

が、夏休み明けは、不登校になる児童生徒もふ

え、子供にとっては危機的な地獄の季節だとも

言われています。

本県の県立学校における夏休み明けの不登校

児や教室に入れない生徒への対応について、お

伺いいたします。

○教育長（日隈俊郎君） 不登校についてであ

りますが、不登校は生徒指導上の重要課題であ

りますことから、各県立学校の欠席状況等につ

いては、学校と県教育委員会が連携しまして把

握に努めているところでありますが、傾向とし

ては、夏休み明けの９月は、７月と比較します

と、欠席者の増加が見られます。

不登校や教室に入れない状況が見られた場合

の具体的な対応としましては、担任等が家庭訪

問を実施したり、教室復帰に向け、管理職や教

育相談担当職員を中心としたケース会議を実施

したりするなど、きめ細かな支援を行っている

ところであります。

さらに、学校だけでの対応が難しい場合は、

スクールカウンセラーやスクールソーシャル

ワーカーを派遣するなど、組織的な対応に取り

組んでおります。

○河野哲也議員 教育機会確保法を受けまし

て、不登校の子供たちの支援についてどのよう

な取り組みを行っているのか、続けて聞きたい

と思います。

○教育長（日隈俊郎君） 教育機会確保法に基

づき、文部科学省が定めた基本指針では、児童

生徒が安心して教育を受けられる、不登校を生

まない学校づくりや不登校児童生徒に対する効

果的な支援を実施することが求められておりま

す。

そのため、県教育委員会では、小中学校や市

町村教育委員会の担当者を対象とした研修会に

おいて、基本指針の周知を図るなどして、児童

生徒にとって安心感、充実感が得られる学校づ

くりに取り組みまして、不登校の未然防止に努

めるようお願いしております。

また、各市町村が設置しております不登校児

童生徒の支援を行う適応指導教室や、各小中学

校からの要請に応じてボランティアの大学生を

派遣いたしまして、学習支援の充実に努めてい

るところであります。

○河野哲也議員 細かな支援をありがとうござ
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います。

以上で質問を終わります。（拍手）

○山下博三副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時から、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時41分散会
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